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Ⅱ．経営方針

１．�経営基本理念

私たちは、京築地域の「農」を育む活動を通じて、 

「食」にこだわり、組合員・地域に笑顔と元氣を発信します。 

２．�基本方針

基本目標

ＪＡ自己改革の着実な実践をはかるため、上記の３つを基本目標とし、「食と農を基軸として地域に根差した

協同組合」として「持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会」の実現を目指した総合事業を展開するとと

もに、「地域に寄り添い、地域と共に成長し、地域になくてはならないＪＡへ」を合言葉に、京築地域の更なる農

業の発展、地域から信頼されるＪＡを目指して参ります。

◆営農・経済事業部門

第３次中期経営計画の初年度として「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」の実現に向け、営農部門で

は、担い手経営体の個別対応による相談機能拡充、米・麦・大豆の栽培技術の指導による品質・数量向上支

援、園芸主要品目の専任担当者による生産販売活動の強化、直売所を中心とした安全・安心な京築農産物

の提供と食の交流拠点機能の発揮、集落営農の法人化支援を通じた多様な担い手の育成に取り組みます。

経済部門では、主要肥料銘柄の集約、大型規格農薬の普及拡大等による生産資材価格の引き下げを図りま

す。また、予約注文書による生産資材価格の「見える化」、低コスト生産技術、最新農業機械の情報提供・実

演等を通して、組合員の所得増大の実現を目指します。これらの取り組みを着実に実施するために、経営資

源を営農・経済事業部門に重点化し、体制を強化します。

◆信用事業部門

組合員・利用者の満足度向上を目的とした事業展開を図り、｢農業と地域に貢献できる地域金融機関｣とし

て、より「便利」でより「安心」なＪＡバンクをめざします。この目標の達成に向け、信頼されるＪＡを徹底的に追及

した活動を展開し、収益力の向上と顧客基盤の拡充を図るとともに、事業推進体制の強化に取り組みます。

◆共済事業部門

ＪＡ共済は、地域に根ざした農業協同組合の共済事業として、組合員等利用者一人ひとりのライフスタイル

やライフサイクルに応じた「ひと、いえ、くるま」の生活総合保障を提供し、地域における満足度・利用度 １を

めざします。

行 動 指 針

１． お客様には誠意をもって、迅速・正確・丁寧・親切・公平に応対します。

２． ＪＡを代表していることを認識し責任をもって行動します。

３． 組合員・利用者に信頼と満足を提供できる専門知識を身につけます。

４． 健康に注意し、職員相互の融和をはかり、明るい職場をつくります。

５． 報告、連絡、相談を励行します。

「農業者の所得増大」 ・ 「農業生産の拡大」 ・ 「地域の活性化」 
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　１．業務の運営の組織

　◆組織機構図（令和元年６月末現在）
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　自己改革の取り組みの一環として、京築恵みの郷｢ゆくはし店｣を建設し、平成３１年３月２８日にて工事完了報告を受け、直売所の再編
整備に伴う組織機構の変更をしております。
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◆�組合員数及びその増減

（単位：人）

区 分 平成２９年度 平成３０年度 増 減

正 組 合 員 △

個 人 △

法 人

准 組 合 員

個 人

法人等

合 計 △

◆�出資口数及びその増減

（単位：口）

区 分 平成２９年度 平成３０年度 増 減

正 組 合 員 △

准 組 合 員

小 計 △

処分未済持分

合 計 △

（ 摘 要 ） １ 出資１口金額 円
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◆�組合員組 の （平成３１年３ ３１ ）

（単位：人）

組 成員数 組 成員数

組 合 数

年 そ

年 金 の

の

（ 区 ）

区

区

区

◆� 区

及び 円の区 （

）

◆� 員数

（単位：人）

区 分 平成２９年度
平成３０年度

正

員
数

員

員

員

その 員

小 計

合 計
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３ の 及び

◆

（ 年 ）

数

金

済

１

１

１

１

１

分

数

数

済

（ の ）

（ の ）

（ の ）
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Ⅳ．主要な業務の内容

１．�全般的な概況 〔 取組みとその結果・実績及び対処すべき課題 〕

①� 業 況

平成３０年度の世界経済は景気拡大を維持しながらも、反グローバリズムや保護主義の台頭など自由貿易

と逆行する動きや、米中貿易摩擦など先行きが非常に不透明な状況にありました。特に米中貿易摩擦の激化

は、世界経済に大きな悪影響を及ぼすのではないかと懸念されるところです。

国内情勢に目を向けると、日本経済は、日銀による大規模な金融緩和政策のもと、設備投資の増加や雇用

環境の改善など、緩やかながらも回復基調となりました。しかし、景気の回復と人口減少が相まって人手不足

が深刻化し、個人消費の動きが依然として力強さを欠くため、景気回復の実感を十分には得られていない状

況にあります。

こうした中、昨年１２月３０日の米国抜きのＴＰＰ１１の発効につづき、日ＥＵ・ＥＰＡは本年２月１日に発効致し

ました。加えて、現在日米間で物品貿易協定（ＴＡＧ）の交渉が本格化しており、これにより、我が国の食料自

給率、農畜産物価格は低下し、農業者の所得の減少が懸念されるところです。

当ＪＡは、「私たちは、京築地域の「農」を育む活動を通じて、「食」にこだわり、組合員・地域に笑顔と元氣を

発信します」を経営基本理念とし、「第２次中期経営計画」において、「農を中心とした活動」「地域に信頼を築く

活動」「やりがいのある職場活動」の３つの柱を定めて事業展開を進めて参りました。

また、第４２回ＪＡ福岡県大会における決議事項である、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の

活性化」を引続き基本目標とし、更なる自己改革を進めるため、以下の取り組みの一環として、大型の直売所

「京築恵みの郷 ゆくはし店」やパッケージセンターの整備、また、他の金融機関と遜色のない高度でかつ専門

的なサービスを提供するため、支店の再編整備を実践しているところです。

Ⅰ．「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」への挑戦

Ⅱ．「地域の活性化」への貢献

Ⅲ．組合員の「積極的な参加と利用（アクティブ・メンバーシップ）」の促進

財務状況においては、自己資本比率 １１．５６％、固定比率 １０７．５７％、収益面では、事業利益 ３億１，

９６３万円、当期剰余金 １億３，２１８万円となりました。

なお、主な事業活動と成果については、以下のとおりです。
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�平成３０年度 主要事業実績 （ 万円、％）

事 業 項 目 計 画 実 績 成 率

売

売 品 売 高

米

料 用 米

大

果

・

直 売 所

金 期 高

融 資 期 高

済

期 済 Ｐ

期 済期 保 Ｐ

（保 高） （ 億円） （ 億円）

自 動 済

自

済

済

品 供 給 高

生 産 資

生 活 資

農 業 機 ・

料

福 福 取 高

取 高

�対処すべきی 要な課題

（１） 自己改革に関する取り組み

当 では自己改革に関する基本目標として、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を

ております。

農業者の世 交 による い手不足、農産物の消費・物 の 激な 化、高 化・人口減少による地

域 会の の しい環境 化のなか、基本目標を 成するため、 まで以 の により、積極的に

たな事業展開に取り組 で参ります。

的には、支店・給 所の再編整備や組合の財務状況を ながら、中 期計画での農業関 設 再編

計画も策定し、更なる経営基 の改善・改革と効果的・効率的な事業 を 築するとともに、収支 の

を ることで、農業関 への資 投資を行い、地域農業とともに成 ・発展するＪＡを目 します。

（２） ンプ アンス（ ） 勢の更なる 実・強化

当ＪＡは 会的 及び 的 を果たすため、 ンプ アンス基本 びに ンプ アンス 営規

に り ンプ アンス・プログ ムを策定・実践し、更なる ンプ アンス 勢の強化に めて参ります。
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２．平成３０年度 事業の概況 〔 活動・実績 〕

信用事業

信用事業は、 金・ ・ など、いわゆる金融業務といわれる内容の業務を行っています。この信用

事業は、ＪＡ・県信 ・農 中金という の組 が 機的に結びつき、「ＪＡバンク」として大きな力を発

しています。全国 の大きな 心感と、ＪＡならではの地域に した を持ち、地域における ンバー

ンかつ ンリー ンの金融機関を目 しています。

平成３０年度は、「組合員・地域から 要とされる金融機関」の実現に向け、組合員・地域 への 活

動と 相 会に取り組み、年金 の会 ６０２ の が 規会員となり 会員 １２，３６５ となりました。

金については、 ン ーンの 効活用により、平成３０年度 で、１，５５９億円となりました。

また、 金は １５．８億円の 規実行を行い、平成３０年度 で、１３３．６億円となりました。

金業務

組合員はもちろ 地域 のみなさまや事業主のみなさまからの 金をお かりしています。

通 金、当 金、スーパー定期、定期 金、 合口 などの 金を目的、期間、金 にあわ

て 利用いただいております。

お 期間 お 特

合口 し れ自由 １円以

給 、年金 の 取り、 料金 のお支

い、自動融資での れなど大 利な口

です。

スーパー

定期 金

１、２、３、６ 月、

１年 ５年
１円以

の利率が 期日まで わらない 定

利回り 品（ 全 利）です、 合口 にセッ

すれ 自動融資が利用できます。

大口定期

金

１０００万円

以
１ 月から け れできる高金利 品です。

期日 定

定期 金

３年

（内 １年）

１円以

３００万円

期間経 は、１ 月以 に 定する

ことにより、自由に期日を設定でき、元金の一

支 もできます。（個人のみ）

年金感

定期 金
１年

１万円以

３００万円以内

ＪＡで年金を 給されている が対 で、店頭

金利の０．１％ 品です。

動金利

定期 金
１年 ３年 １円以

け れた定 金の金利が、金融情勢に

あわ て 年に一度 直しされる 品です。

プ ンの が がります。

定期積金 １年 ５年 １０００円以
目的に合わ た資金計画が 理なくできる

品です。

（ １）� 一 は概 であり、 については りの 口でお 下さい。
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済事業

ＪＡの 済事業は、相 （ け合い）の を理念とし、常に組合員・利用者の信頼と期 に え、

「 心」と「 足」を提供します。

ＪＡ 済は、 の保 ・価格・サービスによる「 と・いえ・くるまの 合保 」の提供を通じて、組合員・

利用者の かな生活づくりに めます。

済は、事業活動の積極的な取組みを通じて、 かで 心して らすことのできる地域 会づくりに

貢献します。

地域における組合員・利用者の保 足と にわたる事業基 の維持・拡大に向け、地域特性に じ

た リア戦 を展開し、３ 活動 を通じた組合員・利用者との 強化および保 提 型 進の取組

強化に めました。

この結果、 期 を ７４１万 ン 積することができましたが、保 ン については、減少

向が続き、期 保 １，６２０万 ン となりました。

「 進 ン は、 済金 に所定の 率を じて しております。」

保 目的の目 特

済
一生 にわたる

万一の保

万一の場合にも、 された をしっかり ります。 気

や の保 も組み合わ やすい生 心プ ンです。

済
先進 にも備えられる

実の 保

さま まな 気・ケ そしてが による ・手 ・

を保 する 心プ ンです。 済期間や 済金の

支 度日 、それに 保 や先進 保 の

加についても、 ーズに合わ てお びいただけます。

が 済
「が 」を く

一生 を通じて保

が になっても、一生 にわたって から まで く

保 する 実プ ンです。

護 済
一生 にわたって

備えられる 護保 です。

的 護保 度に 動して、 い要 護状 に対

した 心プ ンです。

定利率 動型

年 金 済

ゆとりある のために

増える しみがある の保

的年金にプ スして の らしの生活基 づくりに

活用いただけます。

こ ど も 済
かけがえのないお さまの

「育つ」と「 」を と保

お さまの成 に合わ て 要となる 育資金を 備しな

がら、お さまや （ 者）が万一の場合も保 する 心

プ ンです。

生 済
しながら、万一のときにも

備えられる保

万一の保 や 資金づくりにと計画でき、保 と の

プ ンです。

物更生 済
はもちろ 、地 にも

備えられる 物や 財の保

お まいや、 のまわりの 財、 など大 な財産を

や自然 からしっかり り、リ ーム資金も 備でき

るプ ンです。

自 動 済

自 済

自動 の事 による

ケ や 、 理に備える保

自動 の や事 など、 なリスクに対 したプ ン

です。

については りの 口でお ください。
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営農・ 売事業

平成３０年産米の は、 明け以 、高 で経 し、９月以 の日 不足の影響もありましたが、

主要品 である つくしの収 により、 況 は福岡県 で、１０５（ 年１０３）のやや となり、

ＪＡの は、１０９，６３３ となりました。

平成３０年度の米 売高は、 年度から米の生産調整の 直しが実 された中、 ・ 地 の一

不 と、平成２７年産からの 給緩和改善に向けた主食用米から大 や 料用米 の が全国的

に進み、３年 続で 剰 が 消されたことから、米価は 年産を 回る価格で し、１９億７１７万円と

なりました。 ・大 については、 期の に恵まれ、 ・ 対策の現地 場 の実 によ

る収 向 を り、 の 実績は、計画対比 １１９．１ の ５，１５６ となり、 面積は、 １，６６４ とな

りました。大 は の少 により、特に 築地 の収 が下がり、 実績は、計画対比 ９９．２ の ８

５８ となり、 面積は、８４８ となりました。

品目のいちじくについては、昨年８月に 場（築 ）の保 設 により、 の 直

しを り、全地 のいちじくの け の品 保持がなされ、 売 価の向 に がりました。また、昨年に

引き続き、 くれ （ ジタブ ・ ー ）センターを活用した産地維持対策の実 と、行 での 売

促進 ン （ビ ーティ ー スティバ ）を開 し、地元消費者に京築ブ ン のいちじくの を行

いました。また、１１月には 場でパッケージセンターを し、 タスの ッ ングや のパック

め 業をＪＡが行い、生産者の 力の 減による産地維持・拡大を実 しました。 の価格につい

ては、全国的な により、特に タスは、１１月以 低価格で し、計画を大きく下回り、 売金 は、９

億４４１５万円、 成率 ８０７ となりました。

直売所 門については、 規模店 の 売の低下 向が続き、 年より ５２３０万円減少し、１６億８９３

３万円となりました。 売高合計は、 年より １億９，７４５万円減少の４８億８１０８万円となりました。

また、平成３０年度農業 支 策は 通 門で、２１９万円、 門で、９４８万円、地産地消 門

は、１５５万円、合計 １３２２万円の支 成を行いました。

経済事業

料については、全農の「 による たな 」に積極的に取り組み、高度化成（ 、

）、 化成（ ）に加え、 り高度化成（ 、 ）を２ 加し

て価格低減を実 しました。農 については、 の ン ーンを実 し、 での大型規格農

の 及拡大による生産 ス 低減に引き続き取り組みました。

農業機 については、展 会・大型特 取得 会 を実 して の農機情 の提供と 全

用の に め、全農低価格 クターを７台供給し、 年比で供給金 が、６，８９０万円増の ５億４，６４９

万円となりました。生産資 の供給金 については、 年比 ３，５３３万円増の１４億１，５８７万円、生活資

については、 年比 ６，１２６万円減の ７億２，５６１万円となりました。

料については、タ ・ ン ーン で利用促進に取り組み、 価格が したため、１億４

２８万円増の ２０億１，６７４万円となり、 事業全 の供給高は、 年比 １０３．２％で、１億４，７２５万円

増の ４７億４７１万円となりました。

また、経済事業利用 元として、大口 料・農 取引に対し、７１５万円、 料・農 生産資 の

引き で、５，７５６万円、Ａ 取引で、１７０万円を 元し、 の は、２，３５２万円となりました。

その他事業

福 事業については、 護・通所 護事業 に取り組み、利用者は、年間 ５，３４１ （ 年比１５９

増）で、取 高は、１億１，２０２万円となりました。

また、 事業については、利用 は年間 ４８６ （ 年比５２ 増）で、取 高は、６億２５３万円となり

ました。
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１．事業活動のトピックス

（１）主要行事

４月
１日 人事発令
４日 犀川花き部会総会
１１日 行橋いちじく部会総会
１１日 第６回年金友の会総会
１８日 豊津花卉部会総会
１９日 新田原果樹部会総会
２０日 ハウスいちじく研究会総会
２３日 茶部会総会
２７日 臨時総代会
２８日 勝山ねぎ部会総会

５月
１日 花卉部会総会
１０日 麦・大豆栽培研修会
１１日 ゆず専門部総会
１１日 第６回女性部通常総代会

１２～１５日 年金相談会
１２日 全体職員研修会（コンプライアンス研修）
１８日 レタス部会総会
２４日 豊津そ菜部会反省会
２９日 豊築地区女性講座開講式
３０日 みやこ地区女性講座開講式
３１日 農事組合長代表者会議

６月
１日 スイートコーン出発式

　１２・１４・１９日 総代会事前説明会
１６日 スイートコーン収穫体験（消費者交流）
１７日 スイートコーン祭り
２７日 第５回通常総代会
２９日 第７回年金友の会ゲートボール大会

２９・３０日 豊築西部農機展示会

７月
４日 無人ヘリ飛行競技大会
９日 ブロッコリー部会総会
１０日 直売所部会総代会
１１日 京築農業塾開講式
１１日 な花部会総会
１２日 青壮年部総会
１７日 いちじく専門部総会

１７・２０日 みやこ地区人権研修会
１８日 美夜古白ネギ部会総会
１９日 みやこ地区いちご部会総会
１９日 豊築地区いちご部会総会
２０日 京築恵みの郷「ゆくはし店」起工式

２０・２１日 アグリフェスタ２０１８
２４日 普通作部会豊築支部総代会
２８日 筍部会総会
３１日 インショップ部会総会

８月
１日 みやこ地区青色申告会総会
１日 相続税対策セミナー
３日 青色申告会（豊築地区）総会
２４日 第６回年金友の会囲碁大会

Ⅴ．事業活動に関する事項
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９月
４日 第６回年金友の会グラウンド・ゴルフ大会
８日 ビューティフルーツフェスティバル（JR行橋駅）

１０月
４日 麦作振興大会
７日 長井野菜部会総会
１７日 ＪＡバンク福岡年金友の会グラウンド・ゴルフ県大会
１８日 大豆優良ほ場講習会

１１月
１日 第６回年金友の会ゴルフコンペ

３・１０・１７日 収穫感謝祭（みやこ）・（築上）・（豊前・築東）
４～７日 女性部合併５周年記念の旅

９日 豊前支店起工式
１０～２５日 直売所秋の感謝祭
１０～１３日 年金相談会
１８・１９日 麗宝展（豊築地区）
２２・２３日 麗宝展（みやこ地区）

２９日 役員コンプライアンス研修会

１２月
１日 青壮年部ふれあいバーベキュー2018

１日 全体職員研修会（コンプライアンス研修）
３日 スイートコーン部会生産者大会

５・６日 人権研修会（豊築地区）
１１日 豊津果樹部会総会

１月
１１日 農機初荷式
３０日 夏秋なす部会総会

２月
８・９日 ５ＪＡ合同農機展示会
９日 年金セカンドライフセミナー
１４日 みやこ地区飼料用米生産者研修会
１８日 みやこ地区女性講座閉講式

２２・２３日 みやこ農機・ガス器具合同展示会
２６日 豊築地区女性講座閉講式

３月
１・２日 豊築東部農機展示会

２～１９日 直売所春の感謝祭
１３日 築城支店（仮称）起工式
７日 夏秋なす部会総会
２０日 京築農業塾閉講式
２０日 レタス安定生産研修会

３０日 京築恵みの郷「ゆくはし店」竣工式
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２．農業 活動

（１） 京築地域農業 計画に基づく農業支 強化による、生産者の所得増大の取り組み

①京築地域農業 計画の 年度にあたり、農業 支 策の活用により、 、 の 規

者への 進及び面積拡大に め、 面積 （平成 年実績比 ％）となりま

した。

地域農業 を目的とし、平成 年度農業 支 策として 通 門で 万円、 門

で 万円、地産地消 門 万円、合計 万円の支 成を行いました。

農業者、農業組 に対し の 色 や の 行業務 を行い、農業経営

支 を実 しました。

（２） 向く営農 の強化と 拡大の取り組み

①生産農 への情 発信や提 活動を強化するため、 い手支 当者を し、 向く営農

による 活動を実 しました。

場 当者との を強化し 価の向 に めるとともに、更なる農 所得の向 に向けス

ー ーン の 場 通（ ， ）の拡大を りました。

ンシ ップ店 との協議を実 し、取 の増大と 拡大に取り組みました。また、 給食

は地産地消の取組みを強化し、関 機関と地場産取 の拡大に取り組みました。

（３） 生産 会の 合、 交 、情 発信を強化した生産 の取り組み

① の生産 拡大に向け、 対策実 会を実 しました。

及 センターと し、 会や 場 回 を実 しました。

・ 及 センターとで ームを組み、県育成品 ー 「 う 」の産地化を進め

ました。

（４） たな い手の育成や い手の アップの取り組み

①行政と し、 規 農者の育成及び支 に取り組みました。

営農の組 化・ 人化支 により、 内 人となりました。

「農業 」開 により、 たな い手の り しを行いました。

営農 員育成のため資格取得に め、グ ー 者 、中 となりました。

（５） 京築地 ブ ン の とともに、 の拡大と 定をはかり 売先の拡大と 化の取り組み

① 売力強化のため、行 で 売促進 ン （ビ ーティー ー スティバ ）を開

し、改めて地元消費者に京築ブ ン のいちじくを しました。

・相対取引を中心に、 場及び加 業者に信頼される産地づくりに取り組みました。

次化 品の 売拡大と 活動に取り組みました。

（６） 直売所から 全 心の農産物情 発信を行い、お さまに れる店 づくりの取り組み

①消費者に 全 心を提供するため、生産 の回収率向 、 農 分 年 回 び

に食品 生 に取り組み、店 においても 品の 売 理に めました。

会を生産者に年 回開 し、農産物生産拡大に取り組みました。

店 での ン の開 、 売員の ー 、店 ンクー を実 し、お に でいた

だける店 づくりに取り組みました。
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３．地域貢献情

私たちは、京築地域の「農」を育む活動を通じて、

「食」にこだわり、組合員・地域に笑顔と元氣を発信します。

このＪＡ福岡京築 経営基本理念のもと、農業の と地域 会の発展に貢献できるよう、さま まな

活動を行っています。これらの活動を通じて、これからも地域になくてはならないＪＡを目 していきます。

（１） 化的・ 会的貢献に関する事項

・地産地消 動の実

心・ 全・ な地元農産物を 給食へ供給し、食を通じて地元農産物の がわかる取り組

みを実 しています。また、 内 か所の直売所において、「食の 心・ 全 」を 、農 物

を中心に地産地消 動を展開しています。

・地域の環境保全

農業資 （ ・ 料 ）の プ 回収や 用期 れの農 回収を行い環境に した

活動を行っています。

・食農 育への貢献

バケ 、 え や を通じ、地域の ども に農の大 さを えるとともに、

消費者に対しても 心・ 全をＰ する活動を行っています。

（２）利用者 ッ ーク化への取り組み

・年金 の会

当ＪＡを年金 取 定していただくと加 できる年金 の会では な しを開 しています。

グ ン ・ 大会やリ ッシ 行を通じ、会員との を深めています。

また、会員の からの で、 大会の開 を実 するなど会員の を大 にして、 営を行っ

ています。

・ 性

性組合員を中心に 地域の特性を活かした協 活動を行っています。地元農産物を 用した

料理 を開 したり、地域の ン に参加して の を ています。

また、 、 会 、地域の も気 に参加できるような活動も行っています。

・京築農業

規 農者や農業に のある を対 に、農業の基 を ことができる農業 を開 して

います。全 の リ ムで、 の 義だけでなく実 に 場での 型の 義も取り れ

ています。

・高 者支

２つの け合い組 があり、 護保 用 の 護サービスの提供だけでなく、高 者 設の

で、 や りを し、利用者に し でいただいています。また、 日 サービスなど

地域の高 者との交 や生活 実活動を行っています。

４．情 提供活動

・ＪＡ 「ス けいちく」

月 発行し、組合員 に しています。ＪＡをより に感じてもらえるよう との

事や 題・ＪＡからのお ら などを し、地域に した情 を発信しています。

その他、営農ア バ スなど組合員に つ情 も発信しています。

・ ーム ージ （ア ス ）

ＪＡと組合員や一般消費者を結 しい ケーシ ンの手 として、ＪＡ福岡京築 ーム

ージを開設しています。ＪＡの事業内容や ン 内など な情 を発信しています。
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５．リスク 理の状況

リスク 理の

リスク 理の基本

組合員・利用者の に 心してＪＡを 利用いただくためには、より 全性の高い経営を 保し、信頼性を

高めていくことが 要です。

このため、 効な内 理 勢を 築し、直面する なリスクに に対 すべく、経営リスク 理 員

会を設 し、以下の事項につき を行っています。

① 事業・ 門 、場所 経営リスクの分 に関する事項

経営 リスクの整理対策計画に関する事項

経営 リスクの整理対策進 状況に関する事項

ンプ アンス 勢の に関する事項

ンプ アンス関 の 題への対策に関する事項

その他目的 成に 要な事項

また、収益とリスクの な 理、 な資産自己 定の実 などを通じてリスク 理 の 実・強化に

めています。

（１）信用リスク 理

当ＪＡは、個 の 要 は大口 については理事会において対 を決定しています。また、

通常の 取引については、本店に人事 課を設 し 支店との を りながら、 信 を行って

います。 にあたっては、取引先の ッシ ・ ローなどにより 力の 価を行うとともに、 保 価

基 など 格な 基 を設けて、 信 定を行っています。 取引において資産の 全性の維持・向

を るため、資産の自己 定を に行っています。不 については 理・回収 を 成・実践し、

資産の 全化に取り組 でいます。また、資産自己 定の結果、 引当金については 要 を計 し、

資産及び財務の 全化に めています。

（２） 場リスク 理

当ＪＡでは、金利リスク、価格 動リスクなどの 場性リスクを的 に ン ロー することにより、収益化

及び財務の 定化を っています。このため、財務の 全性維持と収益力強化とのバ ンスを したＡ

を基本に、資産・ の金利感 度分 などを実 し、金融情勢の 化に機 に対 できる な財務

の 築に めています。

とりわけ、 価 用については、 場動向や経済 通しなどの投資環境分 及び当ＪＡの保 価

ー リ の状況やＡ などを し、理事会において 用 を定めるとともに、経営 で 成

するＡ 員会を定期的に開 して、日常的な情 交 及び 決定を行っています。 用 門は、理事

会で決定した 用 及びＡ 員会で決定された などに基づき、 価 の売 やリスク ッジを

行っています。 用 門が行った取引についてはリスク 理 門が な 行を行っているかどうか ッ

クし定期的にリスク の 定を行い経営 に しています。
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（３） 動性リスク 理

当ＪＡでは、資金 りリスクについては、 用・調 について月次の資金計画を 成し、 定的な 動

性の 保に めています。また、 場 動性リスクについては、投資 を行う での 要な要 と

け、 品 とに なる 動性（ 金性）を したうえで、 用 などの策定の に を行っていま

す。

（４） ーシ ・リスク 理

ーシ ・リスクとは、業務の 、 職員の活動もしくは、システムが不 であること は

生的な事 による を るリスクのことです。 当ＪＡでは、収益発生を し 動的な要 により発

生する信用リスクや 場リスク及び 動性リスク以 のリスクで、 動的に発生する事務、システム、

務などについて事務処理や業務 営の において、 を るリスクと定義しています。事務リスク、

システムリスクなどについて、事務手続を整備し、事 ・事務 スが発生した場合は やかに状況を

する を整備して、リスク発生 の対 及び改善が ・ に反 ができるよう めています。

（５）事務リスク 理

事務リスクとは、 職員が な事務を る、あるいは事 ・不 を こすことにより金融機関が

を るリスクのことです。当ＪＡでは、業務の 化や事務 の増加に対 して、 な事務処理を行

うため事務 ア を整備するとともに、内 ・自主 を実 し事務リスクの 減に めていま

す。また、事 ・事務 スが発生した場合には、事務リスク 理規 に基づき発生状況を し改善を

るとともに、内 により 的な ックを行い、再発 策を実 しています。

（６）システムリスク 理

システムリスクとは、 ン ータシステムの ン は 動 、システムの不備に い金融機関が

を るリスク、さらに ン ータが不 に 用されることにより金融機関が を るリスクのこと

です。当 では、 ン ータシステムの 定 のため、 全かつ円 な 用に めるとともに、シス

テムの万一の ・ に備え、「不 事 対 計画」を策定しています。
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（ 勢）

ンプ アンス基本

当ＪＡでは、以下のような ンプ アンスの基本 を 定し、 ンプ アンスを した経営に取り組

でいます。

 
ンプ アンス 営 勢

ンプ アンス 勢全般にかかる ・ 議を行うため、経営リスク 理 員会を設 するとともに、

ンプ アンスの 進を行うため、 ンプ アンス 者、 当者を設 しています。

基本 勢及び すべき事項を した手引 「 ンプ アンス・ ア 」を策定し、 会を行い

全 職員に しています。

年度、 ンプ アンス・プログ ムを策定し、実行ある 進に めるとともに、 を設 し、その

進 理を行っています。

また、組合員・利用者の さまの を に え、 向きに事業に反 するため、 情・相 の 口を設

しています。

平成３０年度の取り組み事項

ンプ アンス の 成・ のため、 職員 の実 及び ンプ アンス・プログ ムの実践に

取り組みました。

ンプ アンス基本

１． 会的 と 的 の

当ＪＡのもつ 会的 と 的 を し、 全な事業 営の を ります。

２．組合員 の ズに した の高いサ ビスの提供

と を活かした ズに した の高いサ ビスの提供を通じて、組合員・利用者

及び地域 会の発展に します。

３． や の 格な

すべての や ー を 格に し、 会的規 に反することのない、 な事業 営

を行います。

４．反 会勢力の

会の や 全に を える反 会的勢力に対しては、 然とした 度で み、これ

を 固として します。

５．透明性の高い組 の 築と 会との ケ シ ンの 実

経営情 の積極的かつ な開 をはじめとして、 内 との ケーシ ンの 実

を りつつ、 に透明な経営の 要性を した組 を 築します。
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平成３ 年度（ 和元年度）の取り組み事項

平成３１年度（ 和元年度） ンプ アンス・プログ ム

取り組み

当ＪＡは、 会的 及び 的 を果たすため、 ンプ アンス基本 びに ンプ アンス 営

規 に り、 ンプ アンスの職場 を 成するために、 的な実践計画を策定し、 実に取り組

でいくこととする。

１．常 員は、年頭所感や 会、全 職員 あらゆる機会をとらえ、 ンプ アンスに対する積極

的な取組 勢を し、 ンプ アンス の高い職場 を 成するよう める。

２．理事は、業務 行に し、 ンプ アンスの 題を常に し、規 に基づき 、 平に 固とした

度で対 する。

３．理事及び 事は、理事会・ 事会、常 員会 において、 ンプ アンスにかかる 題の 議を

行い、 の 化を る。

Ⅰ 基本的取り組み事項

１．不 事発生を 然に するための 策に積極的に取り組む。

２． 会・会議を通じて、 ンプ アンス の 成及び ンプ アンス 反を さない職場

を目 す。

３． ンプ アンスに る取り組みが 実に実践できるよう、進 理を する。

Ⅱ 的取り組み事項

１．経営 での取り組み

（１） 金融 ア においても められている、業務の 全性・ 性を 保するための 勢（内

）の整備に る基本 である「内 基本 」に基づき、組 全 に を る。

２．規 の策定と 要な 直し

（１） の改 に う ンプ アンス・ ア の 直し

の改 があった場合には、 ンプ アンス・ ア の内容 直しを行う。

（２）事業 続計画（ Ｐ）及び Ｐ 用 ア の 直し

大規模 が発生した場合のＪＡの対 や業務 続に関する取り決めを定める事業 続計画（ Ｐ）

及び 職員の 動対 を整理した「事業 続計画（ Ｐ） 用 ア 」の 直しを行う。

３．不 事 然 に向けた取り組み

（１）実効性ある自主 の実

① リスク 理 当 は、本店 当 と し、県域の 項目設定を参 に自主 項目の 直

しを行い、不 事 然 を まえ、当ＪＡの実 に した自主 項目を設定する。

門において、 実に自主 を実 する。

（２） 続職場 の ％実

① 続職場 実 要 に基づき、対 者に対して、 れなく実 する。

人事ローテーシ ン実 要 における 期 者については、 続職場 実 要 に じた取り

いを行う。
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（３）人事ローテーシ ンによる基 年 を する者の 消

人事ローテーシ ン実 要 に定める基 年 を える特 対 者および特 業務 事者につ

いては、定期 動を利用して計画的な 消を る。

（４）職員行動 理の

① 理職を対 に「職員行動 ックリス 」「 理者行動 ックリス 」による を実 し、 下の行

動 理を行う。

全職員を対 に、「職員行動自主 」による を行い、自らの行動を り る機会を設ける。

（５） ンプ アンス の 成

① 職場 ーティング及び において、当ＪＡの経営基本理念や職員行 基 の 和を行う。

会議・ を通じて、 ンプ アンス 反が発 された場合の ー や不 事を こした場

合の を するとともに、 ンプ アンス 反を さない職場 の 成を る。

（６）内 通 度（ＪＡ プ ン）の活用

全職員に対して、ＪＡグ ープ福岡の内 通 度（ＪＡ プ ン）の ー を して 度の を

り、 ンプ アンス 反を さない職場 を 成するとともに、万が一、内 通 があった場合に

は、事務 である中 会と して な対 を行う。

４．個人情 保護 関

（１）個人 ータ取 台 の整備と定期的な 直し

個人 ータ取 台 の の改 に い、当ＪＡの個人 ータ取 台 及び内容を 直し、

職場 で個人 ータ取 台 を整備する。

また、個人 ータ取 台 については、年に 回、内容を 直す。

（２）個人 ータ 理台 の 用

個人 ータ取 台 に された個人 ータの持ち しや ・ 信 については、個人情 取

に基づき、個人 ータ 理台 に するという 用面での を る。

５． 情 処理対

（１） 情 対 の 用

職場においては、 情 処理対 要 （ 情処理 ア ）に基づき、組合員 からの 情・相

の情 をもれなく「 情 対 」 に し、所 を経由して、リスク 理 当 に

する。

（２） 情 相 口への対

組合員や地域利用者からの 情・相 を に け め、 合会と して、 な対 を行う。
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６． ンプ アンスに る 計画

ンプ アンスに る を以下のような内容で、実 する。

以下に る の か、 会議 の中で、 ンプ アンス・ ア を活用して、 ンプ アン

ス の 成を る。

また、 の改 が行われた場合には、 要に じ 会を開 することとする。

対 者 実 度 内容

常 員

（全 職員 ）
年２回 による

非常 員

（理事及び 事）
年１回 による

職員

（全 職員 ）
年２回 による

職員 年１回
ンプ アンスの 義

ンプ アンス 勢について

Ⅲ ンプ アンスに る 計画

項目及び 実 期については、内 計画による。

Ⅳ ンプ アンス・プログ ムの進 理の と改善

１． ンプ アンス・プログ ムの進 理の

リスク 理 当 は、 取り組み事項について 門からの や 門への タリング を通

じて進 理を行うとともに、進 状況を 期 とに常 員会及び理事会に し、組 全 で ンプ

アンス・プログ ムの 行・ 成状況を する。

２． ンプ アンス・プログ ムの 直し

自主 の結果や、内 ・ 事 結果や 機 ・行政 結果 を まえ、年度 中で

たな対策や に取り組 でいる事項の大 な 直しが 要となった場合には、 、 ンプ アンス・プ

ログ ムの 直し・改善を行う。

実 期間

平成３１年４月１日から１年間を実 期間とする。

金融Ａ 度への対

① 情処理 の内容

当ＪＡでは、 情処理 として、業務 営 ・内 規 を整備のうえ、その内容を ーム ー

ジ・ シ で するとともに、一般 人ＪＡバンク相 所（ ）やＪＡ 済 相

センター（ ）とも し、 かつ な対 に め、 情 の 決を りま

す。

当ＪＡの 情 口 （月 金 ９ １７ ）

- 24 -



 

決 の内容

当ＪＡでは、 決 として、次の 機関を利用しています。

・信用事業

福岡県 護 会 決センター 護 センター （ ）

福岡県 護 会 決センター 相 センター （ ）

福岡県 護 会 決センター 米 相 センター （ ）

なお、福岡県 護 会に直 決をお し ていただくことも です。

・ 済事業

一 日本 済協会 済相 所 （ ）

一財 自 保 済 処理機

財 日 交通事 相 センター

財 交通事 処理センター

日本 護 合会 護 保 Ａ

機関の 先 所・ につきましては、 ーム ージを ください。

金融 品の

当ＪＡは、金融 品 売 の に り、 金・定期積金・ 済・その他金融 品の 売 の にあたっ

ては、次の事項を し、組合員・利用者の さまの 場にたった に めるとともに、より一 の信頼を

いただけるよう めます。

１．�組合員・利用者の さまの 品利用目的ならびに 、経 、財産の状況及び 行を のうえ、

な金融 品の と情 の提供を行います。

２．�組合員・利用者の さまに対し、 品内容や当 品のリスク内容など 要な事項を十分に理 してい

ただくよう めます。

３．�不 実な事項について 定的な を したり、事実でない情 を提供するなど、組合員・利用者の

さまの を くような 明は行いま 。

４．�お のある場合を き、組合員・利用者の さまにとって不 合と われる ・深 の 間 での

・ による は行いま 。

５．�組合員・利用者の さまに対し、 な が行われるよう 職員の の 実に めます。
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個人情 保護 ・情 セ リティ基本

福岡京築農業協 組合 個人情 保護
福 岡 京 築 農 業 協 組 合

（ 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 定 ）

（ 平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ 日 改 定 ）

福岡京築農業協 組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者 の の個人情 を しく取り うことが当組合の事業活動の基本であり

会的 務であることを し、以下の を することを します。

１．関 の

当組合は、個人情 を に取 うために、「個人情 の保護に関する 」（以下「保護 」といいます。）その他、個人情 保護に関する関

および個人情 保護 員会の ン に定められた義務を 実に します。

個人情 とは、保護 第 第 項、第 項に規定する、生 する個人に関する情 で、特定の個人を できるものをいい、以下も とします。

また、当組合は、特定個人情 を に取 うために、「行政手続における特定の個人を するための の利用 に関する 」（以下「 利用

」といいます。）その他、特定個人情 の な取 いに関する関 および ン に定められた義務を 実に します。

特定個人情 とは、 利用 第 第 項に規定する、個人 をその内容に む個人情 をいい、以下も とします。

２．利用目的

当組合は、個人情 の取 いにおいて、利用目的をできる り特定したうえ、あらかじめ 本人の を得た場合および により として われる

べき場合を き、その利用目的の 成に 要な 内でのみ個人情 を利用します。ただし、特定個人情 においては、利用目的を特定し、 本人の

の に関わら 、利用目的の を えた利用は行いま 。

本人とは、個人情 によって される特定の個人をいい、以下 とします。

利用目的は、 により として われるべき場合を き、あらかじめ するか、取得 やかに 本人に通 し、または します。ただし、 本

人から直 面で取得する場合には、あらかじめ明 します。

３． 取得

当組合は、個人情 を取得する 、 かつ な手 で取得いたします。

４． 全 理

当組合は、取 う個人 ータ及び特定個人情 を利用目的の 内で ・ の内容に保つよう め、また 全 理のために 要・ な を

じ 職員および 先を に します。

個人 ータとは、保護 第 第 項が規定する、個人情 ータ ース （保護 第 第 項）を 成する個人情 をいい、以下 とします。

５． 加 情 の取 い

当組合は、 加 情 （保護 第２ 第９項）の取 いに関して消費者の 心感・信頼感を得られるよう、保護 の規定に う か、個人情 保護

員会の ン、 定個人情 保護 の個人情 保護 に して、パー ータの かつ効果的な活用を 進いたします。

６．第 者提供の

当組合は、 により として われるべき場合を き、あらかじめ 本人の を得ることなく、個人 ータを第 者に提供しま 。

また、当組合は、 利用 第 により として われるべき場合を き、 本人の の に関わら 、特定個人情 を第 者に提供し

ま 。

７．機 （センシティブ）情 の取り い

当組合は、 本人の機 （センシティブ）情 （要 個人情 びに 組合への加 、門地・本 地、保 に関する情 ）については、

に基づく場合や業務 行 要な において 本人の をいただいた場合 を き、取得・利用・第 者提供はいたしま 。

８．開 ・

当組合は、保 個人 ータにつき、 に基づき 本人からの開 、 に じます。

保 個人 ータとは、保護 第 第 項に規定する ータをいいます。

９． 情 口

当組合は、個人情 につき、 本人からの ・ 情に対し かつ に取り組み、そのための内 の整備に めます。

． 続的改善

当組合は、個人情 について、 な内 を実 するなどして、本保護 の 続的な改善に めます。 以
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福岡京築農業協 組合 情 セ リティ基本

福 岡 京 築 農 業 協 組 合

（平 成 ２５年 ４月 １日 定 ）

（平 成 ２８年 １月 ４日 改 ）

福岡京築農業協 組合（以下、「当組合」といいます。）は、組合員・利用者 の との信頼関 を

強化し、より一 の 心とサービスを提供するため、組合内の情 およびお かりした情 のセ リテ

ィの 保と日 の改善に めることが当組合の事業活動の基本であり、 会的 務であることを し、

以下の を することを します。

（１）当組合は、情 資産を に取 うため、 ン ータ に関する 、不 アクセス行 の

に関する 、 Ｔ基本 その他の情 セ リティに関 する 、および農 産大 をはじめ

主務大 の による義務を 実に します。

（２）当組合は、情 の取 い、情 システムならびに情 ッ ークの 理 用にあたり、 な人的

組 的 ・物理的・ 的 全 理 を実 し、情 資産に対する不 な 、 、 、改

、 、利用 が発生しないよう めます。

（３）当組合は、情 セ リティに関して、業務に 事する者の を定め、情 セ リティ基本 に

基づき、組合全 で情 セ リティを 進できる を維持します。

（４）当組合は、万一、情 セ リティを するような事 が発生した場合、その を に 明し、

を に めるよう めます。

（５）当組合は、 の活動を 続的に行うと に、 たな にも対 できるよう、情 セ リティ

ジメン システムを し、維持改善に めます。

以

内

当ＪＡでは、内 門を 門から して設 し、経営全般にわたる 理及び 門の業務の

行状況を、内 理 の 性と 効性の から ・ 価し、改善事項の 性の維持・改善に めて

います。

また、内 は、ＪＡの本店・支店のすべてを対 とし、年間の内 計画に基づき実 しています。

結果は、 理事組合 及び 事に したのち 門に通 され、定期的に 門の改善取り組

み状況を ローアップしています。また、 結果の概要を定期的に理事会に することとしていますが、特

に 要な事項については、直ちに理事会、 理事組合 、 事に し、 やかに な を じていま

す。
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６．自己資本の状況

自己資本比率の状況

当ＪＡでは、 化するリスクに対 するとともに、組合員や利用者の ーズに えるため、財務基 の強

化を経営の 要課題として取り組 でいます。内 保に めるとともに、不 処理及び業務の効率化

に取り組 だ結果、平成３１年３月 における自己資本比率は、１１．５６％となりました。

経営の 全性の 保と自己資本の 実

当ＪＡの自己資本は、組合員の 通 資によっています。

通 資による資本調

項 目 内 容

発行主 福岡京築農業協 組合

資本調 手 の 通 資

ア資本に る基 項目に した
２，８２３ 万円

年度 ２，８２９ 万円

当ＪＡは、「自己資本比率 要 」を 定し、 なプロセスにより自己資本比率を に して、当ＪＡ

が える信用リスクや ーシ ・リスクの 理及びこれらのリスクに対 した十分な自己資本の維持を

るとともに、内 保の積み増しにより自己資本の 実に めています。
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１． 信用事業資産 153,012,459,190 152,849,630,481

(1) 983,206,732 1,014,980,273

(2) 135,464,843,856 134,844,755,902

系統預金 135,432,611,689 134,802,467,660

系統外預金 32,232,167 42,288,242

(3) 有価証券 3,315,721,621 3,578,500,000

国債 1,356,030,811 1,478,540,000

地方債 1,858,955,281 1,988,950,000

社債 100,735,529 111,010,000

(4) 貸出金 13,241,820,200 13,362,537,294

(5) その他の信用事業資産 62,322,056 52,603,742

未収収益 47,226,504 38,587,606

その他の資産 15,095,552 14,016,136

貸倒引当金 △ 55,455,275 △ 3,746,730

２． 共済事業資産 132,515,277 107,150

(1) 共済貸付金 131,010,322 ―

(2) 共済未収利息 1,422,096 ―

(3) その他共済事業資産 82,859 107,150

３． 経済事業資産 1,870,181,825 1,939,635,642

(1) 受取手形 ― 410,000

(2) 経済事業未収金 708,593,470 773,308,668

(3) 経済受託債権 816,940,292 806,261,085

(4) 棚卸資産 336,397,168 294,208,184

購買品 320,602,450 275,668,624

印紙・証紙 3,437,226 3,815,176

原材料・仕掛品 3,525,960 3,176,736

その他の棚卸資産 8,831,532 11,547,648

(5) その他の経済事業資産 30,920,972 91,232,754

(6) 貸倒引当金 △ 22,670,077 △ 25,785,049

４． 雑資産 644,997,123 605,655,119

　(（１）貸倒引当金） (△215,122) (△1,275,670)

５． 固定資産 6,814,380,395 6,836,975,603

(1) 有形固定資産 6,807,901,362 6,831,997,337

建物 6,604,591,091 6,519,917,855

機械装置 1,918,446,857 1,943,743,115

土地 5,013,716,754 4,977,708,347

建設仮勘定 179,170,099 428,906,903

その他の有形固定資産 1,665,353,283 1,662,942,951

減価償却累計額 △ 8,573,376,722 △ 8,701,221,834

(2) 無形固定資産 6,479,033 4,978,266

その他の無形固定資産 6,479,033 4,978,266

６． 外部出資 4,506,398,481 4,506,401,481

(1) 外部出資 4,506,398,481 4,506,401,481

系統出資 4,229,513,300 4,229,513,300

系統外出資 276,885,181 276,888,181

７． 繰延税金資産 137,573,666 90,848,187

167,118,505,957 166,829,253,663

３０年度実績

資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産

(6)

資 産 の 部 合 計

Ⅵ．直近の２事業年度における財産の状況に関する事項

１．決算の状況

　◆貸借対照表

科　　　　　　　　　　目 ２９年度実績

(資産の部)

現金

預金
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（ ）

１． 信用事業 債 156,899,967,355 156,154,712,855

(1) 156,741,953,645 155,959,703,492

(2) 20,951,148 15,453,966

(3) その他の信用事業 債 137,062,562 179,555,397

　未 用 53,625,144 72,243,297

　その他の 債 83,437,418 107,312,100

２． 共済事業 債 774,317,284 688,826,530

(1) 共済借 金 131,010,322 ―

(2) 共済資金 335,282,782 397,426,873

(3) 共済未 利息 1,422,096 ―

(4) 未経 共済付 収 306,332,804 291,399,657

(5) その他の共済事業 債 269,280 ―

３． 経済事業 債 1,191,063,055 1,146,287,525

(1) 経済事業未 金 469,797,853 517,551,477

(2) 経済受託債 683,388,783 591,923,081

(3) その他の経済事業 債 37,876,419 36,812,967

４． 設 借 金 80,000,000 40,000,000

５． 雑 債 271,813,855 563,316,585

(1) 未 税 45,000,000 108,000,000

(2) 資産 債 5,168,830 5,258,922

(3) その他の 債 221,645,025 450,057,663

６． 引当金 582,390,079 641,238,830

(1) 引当金 112,000,000 106,816,600

(2) 付引当金 454,884,879 511,148,230

(3) 引当金 15,505,200 23,274,000

７． 価に る繰延税金 債 328,433,699 320,287,782

160,127,985,327 159,554,670,107

１． 合 資 6,423,742,714 6,513,550,247

(1) 出資金 2,829,469,000 2,823,420,000

(2) 利益 金 3,621,883,714 3,721,604,247

　利益 金 1,303,000,000 1,328,000,000

　その他利益 金 2,318,883,714 2,393,604,247

　 事業 金 240,000,000 240,000,000

　信用事業 金 150,000,000 150,000,000

　資金 用 金 100,000,000 100,000,000

　 設・設 の取 金 340,000,000 340,000,000

　 関 金 60,000,000 60,000,000

　合 10 年 金 8,000,000 10,000,000

　 価価 対 金 39,032,838 41,335,346

　減 ・ 計 金 50,680,604 ―

　 金 1,083,276,530 1,083,276,530

　当 未 金 247,893,742 368,992,371

　　（ 当 金） (103,429,417) (132,180,654)

(3) 未済 △ 27,610,000 △ 31,474,000

２． 価・ 算 額 566,777,916 761,033,309

(1) その他有価証券 価 額金 82,265,136 272,078,998

(2) 土地 価 額金 484,512,780 488,954,311

6,990,520,630 7,274,583,556

167,118,505,957 166,829,253,663

３０年度実績

　　　債　　　 　　　 　　　 　　　資　　　産

金

借 金

　　債　　の　　部　　合　　計

( 資産の部)

　資　産　の　部　合　計　

債 資 産 の 部 合 計

科　　　　　　　　　　目 ２９年度実績

( 債の部)
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　◆損益計算書

１ 3,717,146,776 3,900,690,166

（１） 信用事業収益 1,214,948,963 1,268,081,503

   資金運用収益 1,129,888,225 1,197,506,004

 　（うち預金利息） （ 726,823,909 ） （ 800,896,929 ）

 　（うち有価証券利息） （ 50,291,888 ） （ 49,507,916 ）

 　（うち貸出金利息） （ 225,214,308 ） （ 215,158,431 ）

　 （うちその他受入利息） （ 127,558,120 ） （ 131,942,728 ）

   役務取引等収益 39,626,504 38,526,894

   その他事業直接収益 2,002 ―

   その他経常収益 45,432,232 32,048,605

（２） 信用事業費用 181,025,853 117,524,446

   資金調達費用 73,542,959 72,258,278

   （うち貯金利息） （ 72,379,868 ） （ 71,366,018 ）

   （うち給付補填備金繰入） （ 917,891 ） （ 710,277 ）

   （うち借入金利息） （ 245,200 ） （ 181,983 ）

   役務取引等費用 11,937,282 11,772,931

   その他経常費用 95,545,612 33,493,237

   （うち貸倒引当金戻入益） （ △ 687,429 ） （ △ 40,342,516 ）

 信用事業総利益 1,033,923,110 1,150,557,057

（３） 共済事業収益 1,159,820,286 1,142,267,128

   共済付加収入 1,084,349,507 1,065,099,908

   共済貸付金利息 2,931,340 1,143,823

   その他の収益 72,539,439 76,023,397

（４） 共済事業費用 63,985,630 57,887,437

   共済借入金利息 2,931,340 1,143,823

   共済推進費 51,078,607 49,000,980

   共済保全費 113,140 128,696

   その他の費用 9,862,543 7,613,938

 共済事業総利益 1,095,834,656 1,084,379,691

（５） 購買事業収益 4,635,480,050 4,773,002,106

   購買品供給高 4,557,463,783 4,704,713,616

   修理サービス料 48,720,313 47,715,210

   その他の収益 29,295,954 20,573,280

（６） 購買事業費用 3,982,575,437 4,066,734,378

   購買品供給原価 3,834,815,555 3,915,242,517

   購買品供給費 87,337,828 87,901,070

   修理サービス費 19,332,824 20,476,020

   その他の費用 41,089,230 43,114,771

   （うち貸倒引当金繰入額） （ 580,799 ） （ 2,047,079 ）

 購買事業総利益 652,904,613 706,267,728

（７） 販売事業収益 556,762,991 551,516,411

   販売品販売高 159,667,914 174,843,270

   販売手数料 352,661,540 337,381,597

   その他の収益 44,433,537 39,291,544

（８） 販売事業費用 173,190,415 184,535,754

   販売品販売原価 129,116,654 146,487,109

   その他の費用 44,073,761 38,048,645

   （うち貸倒引当金繰入額） （ 198,231 ） （ 1,085,564 ）

 販売事業総利益 383,572,576 366,980,657

（９） 保管事業収益 20,606,474 19,737,316

（10） 保管事業費用 6,333,949 5,003,909

 保管事業総利益

（11） 加工事業収益 28,942,977 29,617,780

（12） 加工事業費用 27,465,752 29,918,022

 加工事業総利益

３０年度実績

14,733,407

300,242

14,272,525

1,477,225

科                    目 ２９年度実績

．事 業 総 利 益
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（13） 利用事業収益 698,473,553 722,076,247

（14） 利用事業費用 400,803,336 416,716,176

 利用事業総利益 297,670,217 305,360,071

（15） 事業収益 533,878,563 602,528,011

（16） 事業費用 318,054,249 356,378,400

 事業総利益 215,824,314 246,149,611

（17） 事業収益 110,032,971 112,021,871

（18） 事業費用 49,220,345 47,818,466

 事業総利益 60,812,626 64,203,405

（19） その他事業収益 17,202,719 15,253,176

（20） その他事業費用 3,080,998 2,238,645

 事業総利益 14,121,721 13,014,531

（21） 事業収入 17,191,288 19,138,187

（22） 事業 出 70,458,095 69,793,937

 事業収 額 △ 53,266,807 △ 50,655,750

2 3,614,385,531 3,581,051,842

（１） 費 2,640,026,828 2,616,023,844

（２） 業務費 312,031,388 320,696,531

（３） 金 110,667,204 107,990,985

（４） 費 533,715,013 517,999,406

（５） その他事業管理費 17,945,098 18,341,076

   事 業 利 益

3 142,133,368 122,089,311

（１） 受取 利息 55,790 42,456

（２） 受取出資 当金 76,664,500 75,804,600

（３） 貸料 39,828,512 39,477,431

（４） 収入 25,584,566 6,764,824

4 10,870,881 9,205,218

（１） 利息 732,368 451,601

（２） 付金 82,000 84,000

（３） 損 889,061 239,512

（４） 貸費用 9,167,452 8,430,105

  経 常 利 益

5 6,032,278 30,842,138

（１） 資 益 2,217,552 142,520

（２） 共済金 2,989,726 4,699,618

（３） その他の 利益 825,000 26,000,000

6 84,729,931 240,343,856

（１） 資 損 283,647 666,454

（２） 損損 84,446,284 239,677,402

60,163,484 124,983,084

△ 8,266,822 △ 34,143,039

51,896,662 90,840,045

57,903,619 50,572,644

計 の 額 4,671,714 ―

計 の 当 繰 金 62,575,333 ―

△ 22,557,292 △ 4,441,531

84,446,284 170,680,604

20,000,000 20,000,000

247,893,742 368,992,371

金取 額

 当 金

（    ）

３０年度実績

319,638,324

432,522,417

223,020,699

103,429,417

 当 繰 金

 価 額金取 額

 損 計 金取 額

132,180,654

事業

等調 額

等 計

 当 金

234,023,732

．   利 益

．   損 

 引 当 利益 155,326,079

．事 業 管 理 費

102,761,245

．事 業  収 益

．事 業  費 用

科                    目 ２９年度実績
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法は、次のとおりです。

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、次のとおりです。

２. 固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産

①建物

ａ）平成10年3月31日以前に取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法

ｂ）平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの・・・・・・・・・・・旧定額法

ｃ）平成19年4月1日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

②建物以外

ａ）平成19年3月31日までに取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法

ｂ）平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したもの ・・・・・・・・・・・　定率法(250％定率法)

ｃ）平成24年4月1日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・ 　定率法(200％定率法)

③建物附属設備及び構築物

　　平成28年4月1日以後に取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

また、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、

3年間で均等償却を行っています。

（2）無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法
自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間(5年)に基づく定額法に

より償却しています。

 移動平均法による原価法

◆平成29年度　注記表

種　　類 評価基準及び評価方法

評価基準及び評価方法

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

 償却原価法(定額法)

その他有価証券
（時価のあるもの）

購　買　品

原材料、仕掛品

印紙・証紙

種　　類

満期保有目的の債券

その他有価証券
（時価のないもの）

 個別法による原価法

 （収益性の低下による簿価切下げの方法）

 売価還元法による原価法
 （収益性の低下による簿価切下げの方法）

 最終仕入原価法による原価法

 （収益性の低下による簿価切下げの方法）
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３． 引当金の計上基準

　（1）貸倒引当金

　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産の償却・引当基準及び経理規程に基づき、次のとおり

計上しています。

一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率に基づき算出した金額を計上しています。

　実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、早期処分を前提とした担保の処分可能

見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を引当てています。

　なお、すべての自己査定は、資産査定基準に基づき、資産査定部署が実施し、当該部署から独立

した監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

　（2）賞与引当金

　職員に対する賞与支給に充てるため、当期に発生していると認められる額を支給見込額基準によ

り算定し、計上しています。

　（3）退職給付引当金

　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年

度に発生していると認められる額を計上しています。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法につ

　いては、期間定額基準によっています。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生年度の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

　による定額法により、発生事業年度から費用処理することとしています。

　（4）役員退職慰労引当金

　役員の慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金引当規程に基づく期末要支給額を引当てて

計上しています。

４. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除

対象外消費税は｢雑資産｣に計上し、5年間で均等償却を行っています。

　正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む。）については、それぞれ過去の一定期間にお

ける貸倒実績等から算出した貸倒実績率等に基づき算出した金額を計上しています。

　破綻懸念先債権のうち 3,000万円以上の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び

保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判

断して必要と認められる額を引き当てています。また、 3,000万円未満の債権については、過去の

- 34 -



退職給付会計に係る数理計算上の差異の処理方法の変更

することを目的とする」と変更されました。

業利用分量配当に充てるよう努めなければならない。」という規定が新設されています。

なくなるおそれがあります。

上の差異の費用処理方法を変更することといたしました。

　4,671千円増加しています。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

改正前農業協同組合法第 条1項では「組合は、その行う事業によってその組合員および

において「組合は、その行う事業によってその組合員および会員のために最大の奉仕を

資産の帳簿価額に反映されております。この結果、当事業年度の期首における純資産額は

　
　

法によっておりましたが、当期より発生年度の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により、発生事業年度から費用処理する方法に変更しております。

退職給付会計に係る数理計算上の差異の処理方法は、従来、発生年度に全額費用計上する方

会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として事業を行なってはな

らない。」とされていたものが、改正農業協同組合法（平成 年4月1日施行）第7条1項

損益の大幅な変動を招き、各年度における事業利用の実態に即した配当等の実現ができ

　よって、改正農協法の趣旨を踏まえた配当等の年度公平性の実現を期すため、数理計算

当該会計方針の変更は遡及適用され、会計方針の変更の累積的影響額は当期期首の純

また、第7条 項においては「組合は、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に

最大限の配慮をしなければならない。」、第7条 項においては「組合は、農畜産物の

販売その他の事業において、事業の的確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生

じた収益をもって、経営の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事

組合員支援措置 助成・売上割戻等 や事業利用分量配当 以下「配当等」という は、

毎事業年度の事業利益を原資として行いますが、数理計算上の差異の費用処理額が事業
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１. 固定資産の圧縮記帳額

次のとおりです。

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

２. 担保に供されている資産

①以下の資産は為替決済等の取引の担保として信連に差し入れております。

（種類） (金額)

３. 役員に対する金銭債権債務

・理事及び監事に対する金銭債権の総額 (金額)

・理事及び監事に対する金銭債務の総額 (金額) 0円 

４. 貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

　貸出金のうち、リスク管理債権に該当する金額は　71,599,202円であり、その内訳は次の

とおりです。
（単位：円）

注1：破綻先債権

第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。

注2：延滞債権

して利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。

注3：3ヵ月以上延滞債権

　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金（注1及び注2に掲げるもの

を除く。）をいう。

注4：貸出条件緩和債権

　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金（注1から注3までに掲げるものを除く。）

をいう。

５. 事業用土地の再評価

　 ｢土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律」に基づき事業用土地の再評価を行っています。再評価差額に

ついては、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。

　再評価の方法及び再評価の年月日は以下のとおりとなります。

・再評価の方法 固定資産税評価額に基づく再評価

・再評価の年月日

・再評価を行った事業用土地の今期決算における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の

　帳簿価額との合計額を下回る金額　2,565,045円

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

　有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は　3,739,526,699円であり、その内訳は

土 地 29,202,444円

建 物 1,959,577,617円

建物附属設備 80,924,273円

構 築 物 247,865,438円

機 械 装 置 1,241,298,206円

車 両 運 搬 具 11,749,421円

器 具 ・ 備 品 168,909,300円

計 3,739,526,699円

預　　　金 2,000,000,000円

27,363,230円 

種　類 残　高

　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又

破綻先債権 0 

延滞債権 71,599,202 

３ヵ月以上延滞債権 0 

は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項

　未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

平成11年3月31日

貸出条件緩和債権 0 

合　計 71,599,202 
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１. 固定資産の減損会計
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Ⅴ. 金融商品に関する注記

１. 金融商品の状況に関する事項

　当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域の利用者・団体

などへ貸付け、残った余裕金を福岡県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地

方債などの有価証券による運用を行っています。

　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証

券であり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されてい

ます。

　また、有価証券は主に債券であり、満期保有目的及び純投資目的（その他有価証券）で保

有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスク

に晒されています。

　借入金は、制度資金にかかる転貸資金として、日本政策金融公庫等から借入れたものです。

　経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒されています。

　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定してい

ます。また、通常の貸出取引については、本店に人事審査課を設置し各支店との連携を図り

ながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどに

より償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定

を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定

を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化

に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金について資産の償却・引当基

準に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールする

ことにより、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益

力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、

金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組

合の保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を

定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及

び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決

定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行

った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的に

リスク量の測定を行い経営層に報告しています。

　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。

　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、

「預金」、「貸出金」、「有価証券」のうちその他有価証券に分類している債券、「貯金」

及び「借入金」です。

　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な

予想変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析

に利用しています。

　　(市場リスクにかかる定量的情報) 

（1） 金融商品に対する取組方針

（2） 金融商品の内容及びそのリスク

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

　　②  市場リスクの管理 

　　①  信用リスクの管理 
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　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利

ています。　

　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリス

ク変数の相関を考慮していません。

　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生

じる可能性があります。

　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安

定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上

での重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針

などの策定の際に検討を行っています。

　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該

価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

　当年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず（3）

に記載しています。 （単位：円）

貸借対照表計上額 時価 差額

　預金 35,464, 43, 56 35,435,370, 00 △ 29,473,056

　有価証券 3,3 5,72 ,62 3,577, 90,000 262, 6 ,379

満期保有目的の債券 2,40 , 3 ,62 2,664,000,000 262, 6 ,379

その他有価証券 9 3, 90,000 9 3, 90,000 ―

　貸出金 3,246,7 ,02

貸倒引当金 △ 55,455,275

貸倒引当金控除後 3, 9 ,325,753 3,66 , 65,242 469, 39,4 9

5 ,97 , 9 ,230 52,674,426,042 702,534, 2

56,74 ,953,645 56,764,3 9,3 2 22,365,667

56,74 ,953,645 56,764,3 9,3 2 22,365,667

注１：貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

注２：貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金　4,960,828円を含め

ています。

【資産】

　　満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

　っています。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートで

　ある円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定し

　ています。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　貯金

が 0.07％減少したものと想定した場合には、経済価値が 35,511,834円減少するものと把握し

　　③  資金調達に係る流動性リスクの管理 

（2） 金融商品の時価の算定方法

　　①  預金 

（1） 金融商品の貸借対照表計上額および時価等

科　　　　　目

資　　産　　計

負　　債　　計
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　　　　債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

　　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用

　状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿

　価額によっています。

　　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計

　額をリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた額から貸倒引当

　金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

　　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等については帳簿価額から貸倒

　引当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

　　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなして

　います。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フロ

　ーをリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価

　に代わる金額として算定しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。

貸借対照表計上額

　

（単位：円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

㻝㻟㻡㻘㻠㻢㻠㻘㻤㻠㻟㻘㻤㻡㻢 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜

㻜 㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 㻜 㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

　 㻜 㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 㻜 㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻘㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻤㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻥㻣㻟㻘㻥㻣㻜㻘㻞㻜㻡 㻥㻥㻡㻘㻡㻤㻜㻘㻢㻡㻥 㻤㻤㻡㻘㻥㻟㻟㻘㻠㻞㻝 㻣㻤㻞㻘㻞㻠㻝㻘㻡㻡㻜 㻢㻢㻣㻘㻢㻟㻥㻘㻟㻠㻠 㻣㻘㻥㻞㻜㻘㻡㻟㻢㻘㻥㻞㻜

㻢㻣㻥㻘㻝㻟㻢㻘㻡㻝㻤 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜

㻝㻟㻤㻘㻝㻝㻣㻘㻥㻡㻜㻘㻡㻣㻥 㻝㻘㻟㻥㻡㻘㻡㻤㻜㻘㻢㻡㻥 㻤㻤㻡㻘㻥㻟㻟㻘㻠㻞㻝 㻣㻤㻞㻘㻞㻠㻝㻘㻡㻡㻜 㻝㻘㻟㻢㻣㻘㻢㻟㻥㻘㻟㻠㻠 㻝㻜㻘㻜㻞㻜㻘㻡㻟㻢㻘㻥㻞㻜

注1：貸出金のうち、当座貸越　477,019,320円については「1年以内」に含めています。

注2：貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等　20,878,929円は償還の予定が見込

　まれないため、含めていません。

注3：経済事業未収金のうち、延滞の生じている債権等　29,456,952円は償還の予定が見込まれないため、含

　 まれていません。

５年超

合　　　計

　預金

　有価証券

満期保有目的の債券

その他有価証券のうち満期があるもの

　貸出金

　経済事業未収金

　　②  有価証券 

　　③  貸出金 

　　①  貯金 

　　　　外部出資

１年以内

（3） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

4,506,398,481円

（4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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（5） 借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

㻝㻟㻥㻘㻡㻠㻢㻘㻠㻟㻟㻘㻠㻣㻣 㻥㻘㻜㻢㻤㻘㻝㻠㻥㻘㻡㻟㻥 㻣㻘㻜㻟㻢㻘㻤㻞㻣㻘㻤㻝㻡 㻡㻡㻟㻘㻜㻤㻡㻘㻢㻡㻢 㻡㻟㻣㻘㻠㻡㻣㻘㻝㻡㻤 㻜

㻤㻡㻘㻝㻝㻟㻘㻝㻤㻞 㻟㻘㻡㻣㻞㻘㻢㻜㻝 㻟㻘㻡㻤㻣㻘㻥㻡㻠 㻟㻘㻜㻤㻤㻘㻠㻥㻣 㻝㻘㻡㻢㻤㻘㻞㻞㻥 㻠㻘㻜㻞㻜㻘㻢㻤㻡

㻠㻢㻥㻘㻣㻥㻣㻘㻤㻡㻟 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜

㻝㻠㻜㻘㻝㻜㻝㻘㻟㻠㻠㻘㻡㻝㻞 㻥㻘㻜㻣㻝㻘㻣㻞㻞㻘㻝㻠㻜 㻣㻘㻜㻠㻜㻘㻠㻝㻡㻘㻣㻢㻥 㻡㻡㻢㻘㻝㻣㻠㻘㻝㻡㻟 㻡㻟㻥㻘㻜㻞㻡㻘㻟㻤㻣 㻠㻘㻜㻞㻜㻘㻢㻤㻡

注1：貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めて開示しています。

注2：借入金には、設備借入金　80,000,000円を含めて開示しています。

䊥㻚㻌᭷౯ドๆ䛻㛵䛩䜛ὀグ

䠍㻚 ౯䛾䛒䜛᭷౯ドๆ

有価証券の時価・評価差額に関する事項は次のとおりです。

（1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

（2）その他有価証券で時価のあるもの

　なお、上記差額から繰延税金負債　31,517,901円を差し引いた額　82,265,136円が

「その他有価証券評価差額金」に含まれています。

小　計

1

1

評価差額

国　債

111

1 11

2 2 1

2 2 2 1

取得価額
（償却原価）

貸借対照表計上額
（時価）

（単位：円）

1 5

　借入金

1 12 12 2 1

貸借対照表計上額 時　　　価 評価差額

時価が貸借対照
表計上額を超え

るもの

（単位：円）

合　　　計

12 2 11 2

5 1

2 1 1 21

合　　計

貸借対照表計上
額が取得価額又
は償却原価を超

えるもの

合　　計

地方債

５年超

55 55 5 1 2

1 5 52 11

2 1 1 21

1 5 5 5 5 1 5

2

１年以内

　経済事業未払金

地 方 債

社    債

小　　計

1 5 2 1

11国　　債

　貯金
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㻝㻚 ᥇⏝䛧䛶䛔䜛㏥⫋⤥ไᗘ䛾ᴫせ

　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。

また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、福岡県農林漁業団体共済会

との契約による退職金共済制度を採用しています。

㻞㻚 ㏥⫋⤥മົ䛾ᮇ㤳ṧ㧗䛸ᮇᮎṧ㧗䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務期首における退職給付債務

　勤務費用

　利息費用

　数理計算上の差異の発生額

  　　 　 退職給付引当金　退職給付の支払額

   　 　　特定退職共済制度期末における退職給付債務

㻟㻚 ㏥⫋ඹ῭✚❧㢠䛾ᮇ㤳ṧ㧗䛸ᮇᮎṧ㧗䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務期首における退職共済会積立額

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

　特定退職共済制度への拠出金

　退職給付の支払額

   　 　　特定退職共済制度期末における退職共済会積立額

㻠㻚 ㏥⫋⤥മົ䛾ᮇᮎṧ㧗䛸㈚ᑐ↷⾲䛻ィୖ䛥䜜䛯㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務退職給付債務

特定退職共済制度

未積立退職給付債務

未認識数理計算上の差異

退職給付引当金

㻡㻚 ㏥⫋⤥㈝⏝ཬ䜃䛭䛾ෆヂ㡯┠䛾㔠㢠

　　退職給付費用勤務費用

利息費用

期待運用収益

数理計算上の差異の費用処理額

　 合　計

㻢㻚 ᘬ⋡䛭䛾䛾ᩘ⌮ィ⟬ୖ䛾ィ⟬ᇶ♏䛻㛵䛩䜛㡯

　　退職給付費用割引率

期待運用収益

数理計算上の差異の処理年数

㻣㻚 ≉ᴗົ㈇ᢸ㔠䛾ᑗ᮶ぢ㎸㢠

　人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合

を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、農

林漁業団体職員共済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費用に充てるため拠

出した特例業務負担金　32,447,369円を含めて計上しています。

将来見込額は、427,166,000円となっています。

�����

�����

��ᖺ

なお、同組合より示された平成30年3月末現在における平成44年3月までの特例業務負担金の

����������

����������

�����������ڹ

���������

����������

�������������

�������������

��������������ڹ

�����������

�����������

�����������ڹ

�������������

�������������

����������

��������ڹ

����������

������������ڹ

䊦㻚㻌㏥⫋⤥䛻㛵䛩䜛ὀグ
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金 及び 金負債の は のとおりです。

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ ⧞ᘏ⛯㔠㈇മ

退職給付引当金 円 農と れ の合

与引当金 円 に る なし 当 

定 円 債務に

（ ） ���������� 円 する 定 

引当金 ��������� 円

の 円 差額金 

金 計 円 金負債合計 㸦㹀㸧 

引当額 円

金 合計 㸦㸿㸧 円

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡢ⣧㢠ࠉࠉ㸦㸿㸧�㸦㹀㸧

  金 と 金負債を した を 金 として、 に 示しています。
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法定 率 ������

　（ ）

　 費等 に 金算 されない �����

　 当等 に益金算 されない �����
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　 の �����

　 会計 用 の法人 等の負担率 ������

　 等割等

　 引当額の
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

有価証券の評価基準及び評価方法は、次のとおりです。

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（2）棚卸資産
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、次のとおりです。

２. 固定資産の減価償却の方法
　（1）有形固定資産

①建物
ａ）平成10年3月31日以前に取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法
ｂ）平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの・・・・・・・・・・・旧定額法
ｃ）平成19年4月1日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法
②建物以外
ａ）平成19年3月31日までに取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旧定率法
ｂ）平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したもの ・・・・・・・・・・・　定率法(250％定率法)
ｃ）平成24年4月1日以後に取得したもの ・・・・・・・・・・・ 　定率法(200％定率法)
③建物附属設備及び構築物
　　平成28年4月1日以後に取得したもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

（2）無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

　自組合利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却して
います。

総平均法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）
個別法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）

購買品（数量管理品）

評価基準及び評価方法

◆平成30年度　注記表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

　購買品の評価方法は、従来、売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ
ておりましたが、システムの改修を契機に期末在庫の原価金額をより適正に評価するために、購買品（数
量管理品）については、総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）及び個別法（収
益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　当該会計方針の変更は、評価方法の変更による影響額が軽微であるため遡及適用は行いません。

　耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
　また、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均
等償却を行っています。

印紙・証紙

種　　類

その他有価証券
（時価のないもの）

個別法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）

売価還元法による原価法
購買品（売価管理品）

原材料、仕掛品

（収益性の低下による簿価切下げの方法）
最終仕入原価法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）

その他有価証券
（時価のあるもの）

 移動平均法による原価法

種　　類 評価基準及び評価方法
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３． 引当金の計上基準

　（1）貸倒引当金

　（2）賞与引当金

　（3）退職給付引当金

①　退職給付見込額の期間帰属方法
　

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　
　（4）役員退職慰労引当金

４. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

　役員の慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金引当規程に基づく期末要支給額を引当て
て計上しています。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控
除対象外消費税は｢雑資産｣に計上し、5年間で均等償却を行っています。

　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産の償却・引当基準及び経理規程に基づき、次のとお
り計上しています。

　正常先債権及び要注意先債権（要管理債権を含む。）については、それぞれ過去の一定期間に
おける貸倒実績等から算出した貸倒実績率等に基づき算出した金額を計上しています。

　破綻懸念先債権のうち 3,000万円以上の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及
び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断して必要と認められる額を引き当てています。また、 3,000万円未満の債権については、
過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率に基づき算出した金額を計上してい
ます。

　実質破綻先債権及び破綻先債権については、債権額から、早期処分を前提とした担保の処分可
能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を引当てています。

　なお、すべての自己査定は、資産査定基準に基づき、資産査定部署が実施し、当該部署から独
立した監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っていま
す。

　職員に対する賞与支給に充てるため、当事業年度に発生していると認められる額を支給見込額
基準により算定し、計上しています。

　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業
年度に発生していると認められる額を計上しています。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法
については、期間定額基準によっています。

　数理計算上の差異については、発生年度の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により、発生事業年度から費用処理することとしています。
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１. 固定資産の圧縮記帳額

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

（種類） （圧縮記帳累計額）

２. 担保に供している資産
①以下の資産は為替決済等の取引の担保として信連に差し入れております。

（種類） (金額)

３. 役員に対する金銭債権債務
・理事及び監事に対する金銭債権の総額 (金額)
・理事及び監事に対する金銭債務の総額 (金額) 0円 

４. 貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びその内訳

（単位：円）

注1：破綻先債権

注2：延滞債権

注3：3ヵ月以上延滞債権

注4：貸出条件緩和債権

５. 土地の再評価に関する法律に基づく再評価

・再評価の方法 固定資産税評価額に基づく再評価
・再評価の年月日

延滞債権
破綻先債権

合　計

0 
54,219,089 

0 

　有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は　3,738,373,699円であり、その内訳
は次のとおりです。

　貸出金のうち、リスク管理債権に該当する金額は　54,219,089円であり、その内訳は次のと
おりです。

　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないも
のとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、
法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じて
いるものをいう。

　未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予
したもの以外のものをいう。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記

土 地

３ヵ月以上延滞債権

29,202,444円
建 物 1,959,577,617円
建 物 附 属 設 備 80,924,273円
構 築 物 247,865,438円
機 械 装 置 1,241,298,206円
車 両 運 搬 具 10,937,421円
器 具 ・ 備 品 168,568,300円

計 3,738,373,699円

預　　　金 2,000,000,000円

31,090,218円 

残　高種　類

0 

54,219,089 

　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金（注1及び注2に掲げるものを除く。）をいう。

　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務
者に有利となる取決めを行った貸出金（注1から注3までに掲げるものを除く。）をいう。

　 ｢土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関
する法律の一部を改正する法律」に基づき事業用土地の再評価を行っています。再評価差額に
ついては、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
　再評価の方法及び再評価の年月日は以下のとおりとなります。

・再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が帳簿価額（減損損失を計上した
土地については減損損失計上後の帳簿価額）との合計額を下回る金額　261,700,834円

貸出条件緩和債権

平成11年3月31日
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１. 固定資産の減損会計
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࡛ῶ㢠ࠊࡋᙜヱῶᑡ㢠ࢆῶᦆᦆኻ�㸦�����������㸧࡚ࡋ≉ูᦆኻィୖࠋࡓࡋࡲࡋ
ࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢ௨ୗࠊࡣෆヂࡢࡑࠉ

ሙࠉࠉࠉᡤ ῶᦆᦆኻ

�����⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫ᏐᏳṊࠉ �ୗᇛᨭᗑ�ࠉ

������⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫Ꮠᮏᗉࠉ �ᇛᨭᗑୖ�ࠉ

Ⅲ．損益計算書に関する注記

ࠋࡓࡋࡲࡋィୖࢆῶᦆᦆኻ࡚࠸ࡘࣉ࣮ࣝࢢ⏘ᅛᐃ㈨ࡧࡼ࠾⏘ᅛᐃ㈨ࡢ௨ୗࠊ࡚࠸࠾ᙜᴗᖺᗘࠉ

ሙࠉࠉࠉᡤ ࡢࡑ

ඵᒇฟᙇᡤົᡤᩜᆅࠉ

㸦ඵᒇฟᙇᡤ㌴ᗜව㈨ᮦᗜ༨᭷ศ㸧
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㢮ࠉ✀

ᘓ≀➼ 4,309,817円

ᅵᆅ 3,822,613円

ྜィ 8,132,430円

ᘓ≀➼ 4,918,094円

ᅵᆅ 2,109,323円

ྜィ 7,027,417円

ᘓ≀➼ 4,515,176円

ᅵᆅ 339,691円

ྜィ 4,854,867円

ᘓ≀➼ 69,451,924円

ᅵᆅ 4,572,197円

ྜィ 74,024,121円

�����⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫Ꮠ⠏ᇛࠉ �⠏ᇛ࠸࠶ࢀࡩᕷ� ᅵᆅ 241,123円

ᘓ≀➼ 2,900,343円

ᅵᆅ 13,475,414円

ྜィ 16,375,757円

ᘓ≀㝃ᒓタഛ➼ 432,111円

ᅵᆅ 3,875,297円

ྜィ 4,307,408円

���ᅜศ⏫ࡇࡸࡳி㒔㒆ࠉ �㇏ὠ⤥Ἔᡤ� ᅵᆅ 110,868円

���ி㒔㒆ⱉ⏣⏫Ꮠ✄ගࠉ �✄ග⤥Ἔᡤ� ᅵᆅ 10,425円

�����⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫Ꮠୖูᗓࠉ �⠏ᇛ⤥Ἔᡤ� ᅵᆅ 910,212円

�����⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫Ꮠ㧗ሯࠉ �᳝⏣⤥Ἔᡤ� ᅵᆅ 2,390,495円

ᘓ≀㝃ᒓタഛ 819,999円

ᅵᆅ 107,859円

ྜィ 927,858円

ჾලഛရ 105,927円

ᅵᆅ 276,683円

ྜィ 382,610円

����๓ᕷᏐ⸆ᖌᑎ㇏ࠉ �ࡰࢇࡽࡃࡉࢫࣅ࣮ࢧࢹ� ᅵᆅ 182,698円

��ி㒔㒆ⱉ⏣⏫Ꮠཎࠉ��� �ᪧⱉ⏣⤥Ἔᡤࣥࢯ࣮ࣟ� ᅵᆅ 8,660,328円

�����⏫ᶫᕷᐑᕷ⾜ࠉ ���㸦㥔ᅾᡤ๓㸧ࢬ࣒ࢱ� ᅵᆅ 26,685,660円

���⏫ᶫᕷᐑᕷ⾜ࠉ ���㸦㔠㱟ᶓ㸧ࢬ࣒ࢱ� ᅵᆅ 28,786,657円

ᘓ≀➼ 6,958,564円

ᅵᆅ 962,002円

ྜィ 7,920,566円

࡚ࡋᐃ⟭ࡶࢆᅛᐃ㈨⏘ホ౯㢠ࡣ౯ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃ ࡾࡼṇ༷౯㢠ࡣᅇྍ⬟౯㢠ࠊ࠾࡞ࠉ
ࠋࡍࡲ࠸

�����⠏ୖ㒆ୖẟ⏫ᏐᏱ㔝ࠉ �⠏ᮾ⤥Ἔᡤ�

�����๓ᕷᏐ୰ᮧ㇏ࠉ �ゅ⏣ฟᙇᡤ�

ィࠉࠉࠉࠉࠉࠉྜ 239,677,402円

�⏣⠏ୖ㒆⠏ୖ⏫Ꮠ᳝ࠉ���� �ᕷ࠸࠶ࢀࡩ⏣᳝�

������ᶫᕷᏐ⾜ࠉ �⾜ᶫ⤥Ἔᡤ�

���๓ᕷᏐⲨᇼ㇏ࠉ �㇏๓⤥Ἔᡤ�

������⠏ୖ㒆ୖẟ⏫Ꮠୖ၈ཎࠉ �၈ཎᨭᗑ�ࠉ

�������ᕝୗఀⰋཎ≏⏫ࡇࡸࡳி㒔㒆ࠉ �Ⰻཎᨭᗑఀ�ࠉ

����⏣⟫ᒣ⏫ࡇࡸࡳி㒔㒆ࠉ �᥇࡚ࡓࢀᕷሙ�

ሙࠉࠉࠉᡤ ῶᦆᦆኻ

�๓ᕷᏐ୕ẟ㛛㇏ࠉ���� �୕ẟ㛛ᨭᗑ�ࠉ
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Ⅳ．金融商品に関する注記

１. 金融商品の状況に関する事項

　借入金は、制度資金にかかる転貸資金として、日本政策金融公庫等から借入れたものです。

　経済事業未収金は、組合員等の信用リスクに晒されています。

　当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。

　また、有価証券は主に債券であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これら
は発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

　当組合は、個別の重要案件又は大口案件については理事会において対応方針を決定していま
す。また、通常の貸出取引については、本店に人事審査課を設置し各支店との連携を図りなが
ら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還
能力の評価を行うとともに、担保評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っていま
す。貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に行ってい
ます。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に取り組んでいます。
また、資産自己査定の結果、貸倒引当金について資産の償却・引当基準に基づき必要額を計上
し、資産及び財務の健全化に努めています。

　当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすること
により、収益化及び財務の安定化を図っています。このため、財務の健全性維持と収益力強化と
のバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の
変化に機敏に対応できる柔軟な財務構造の構築に努めています。

　とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及び当組合の
保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会において運用方針を定めると
ともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、日常的な情報交換及び意思決定を
行っています。運用部門は、理事会で決定した運用方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針など
に基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。運用部門が行った取引についてはリ
スク管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営
層に報告しています。

　当組合において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「預
金」、「貸出金」、「有価証券」のうちその他有価証券に分類している債券、「貯金」及び「借
入金」です。

　当組合では、これらの金融資産及び金融負債について、期末後１年程度の金利の合理的な予想
変動幅を用いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用し
ています。

　　(市場リスクにかかる定量的情報) 

（1） 金融商品に対する取組方針

（2） 金融商品の内容及びそのリスク

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

　　②  市場リスクの管理 

　　①  信用リスクの管理 

　当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域の利用者・団体など
へ貸付け、残った余裕金を福岡県信用農業協同組合連合会へ預けているほか、国債や地方債など
の有価証券による運用を行っています。

　当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金及び有価証券で
あり、貸出金は、組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。
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２. 金融商品の時価等に関する事項

　当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

（単位：円）

貸借対照表計上額 時価 差額

　預金 ��������������� ��������������� ���������

　有価証券 ������������� ������������� �

その他有価証券 ������������� ������������� ̿

　貸出金 ��������������

貸倒引当金 ����������ڹ

貸倒引当金控除後 �������������� �������������� �����������

��������������� ��������������� �����������

��������������� ��������������� ����������

��������������� ��������������� ����������

注１：貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。

【資産】

　　③  資金調達に係る流動性リスクの管理 

㸦�㸧�㔠⼥ၟရࡢ౯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ

　　①  預金 

㸦�㸧�㔠⼥ၟရࡢ㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡧࡼ࠾౯➼

科　　　　　目

資　　産　　計

負　　債　　計

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
ます。満期のある預金については、期間に基づく区分ごとに、リスクフリーレートである円ＬＩ
ＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

　金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現在、指標となる金利が
0.15％減少したものと想定した場合には、経済価値が 48,259,148円増加するものと把握してい
ます。

　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク
変数の相関を考慮していません。

　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じ
る可能性があります。

　当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定
的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での
重要な要素と位置付け、商品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの
策定の際に検討を行っています。

　金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額
の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。

注２：貸出金には、貸借対照表上雑資産に計上している職員厚生貸付金　3,229,063円を含めて
います。

　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず（3）
に記載しています。

㸦�㸧�㔠⼥ၟရࡢ౯➼㛵ࡿࡍ㡯ࡢ࡚࠸ࡘ⿵㊊ㄝ᫂

　貯金
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　債券は取引金融機関等から提示された価格によっています。

【負債】

　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。

貸借対照表計上額

　

（単位：円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

㻝㻟㻠㻘㻤㻠㻠㻘㻣㻡㻡㻘㻥㻜㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜

㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 㻜 㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻜 㻜 㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻥㻜㻟㻘㻠㻝㻤㻘㻤㻞㻠 㻝㻘㻜㻟㻣㻘㻢㻤㻞㻘㻟㻝㻠 㻥㻞㻠㻘㻞㻠㻡㻘㻣㻞㻥 㻣㻥㻤㻘㻤㻞㻠㻘㻣㻜㻢 㻞㻘㻤㻞㻜㻘㻣㻤㻜㻘㻜㻟㻠 㻡㻘㻤㻣㻟㻘㻥㻢㻟㻘㻢㻣㻝

㻝㻟㻣㻘㻝㻠㻤㻘㻝㻣㻠㻘㻣㻞㻢 㻝㻘㻜㻟㻣㻘㻢㻤㻞㻘㻟㻝㻠 㻥㻞㻠㻘㻞㻠㻡㻘㻣㻞㻥 㻝㻘㻠㻥㻤㻘㻤㻞㻠㻘㻣㻜㻢 㻞㻘㻥㻞㻜㻘㻣㻤㻜㻘㻜㻟㻠 㻣㻘㻤㻣㻟㻘㻥㻢㻟㻘㻢㻣㻝

　②  有価証券 

　③  貸出金 

　①  貯金 

　　　　外部出資

１年以内

　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状
態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額
によっています。

　一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
をリスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた額から貸倒引当金を
控除して時価に代わる金額として算定しています。

（3） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

4,506,401,481円

　また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等については帳簿価額から貸倒引
当金を控除した額を時価に代わる金額としています。

　要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてい
ます。また、定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを
リスクフリーレートである円ＬＩＢＯＲ・ＳＷＡＰレートで割り引いた現在価値を時価に代わ
る金額として算定しています。

注1：貸出金のうち、当座貸越　440,091,573円については「1年以内」に含めています。また期限のな
い場合は「5年超」に含めています。

（4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

その他有価証券のうち満期が
あるもの

注2：貸出金のうち、３ヶ月以上延滞が生じている債権・期限の利益を喪失した債権等　6,851,079円は
償還の予定が見込まれないため、含めていません。

５年超

合　　　計

　預金

　有価証券

　貸出金
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（5） その他有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

㻝㻠㻜㻘㻞㻞㻟㻘㻤㻣㻥㻘㻟㻜㻢 㻣㻘㻢㻟㻣㻘㻢㻜㻣㻘㻥㻢㻤 㻢㻘㻠㻝㻤㻘㻝㻟㻡㻘㻢㻜㻢 㻝㻘㻜㻣㻞㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻣㻞 㻢㻜㻣㻘㻣㻤㻡㻘㻣㻠㻜 㻜

㻝㻠㻜㻘㻞㻞㻟㻘㻤㻣㻥㻘㻟㻜㻢 㻣㻘㻢㻟㻣㻘㻢㻜㻣㻘㻥㻢㻤 㻢㻘㻠㻝㻤㻘㻝㻟㻡㻘㻢㻜㻢 㻝㻘㻜㻣㻞㻘㻞㻥㻠㻘㻤㻣㻞 㻢㻜㻣㻘㻣㻤㻡㻘㻣㻠㻜 㻜

注1：貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。

䊤㻚㻌᭷౯ドๆ䛻㛵䛩䜛ὀグ

䠍㻚 ౯䛾䛒䜛᭷౯ドๆ

有価証券の時価・評価差額に関する事項は次のとおりです。

（1）その他有価証券で時価のあるもの

䠎㻚 ᙜヱᴗᖺᗘ୰䛻ಖ᭷┠ⓗ༊ศ䜢ኚ᭦䛧䛯᭷౯ドๆ

　従来満期保有目的で保有していた有価証券（貸借対照表価額 2,402,078,618円）をその他保有目
的にしております。これは、資金運用方針の変更のために変更したものです。
　この変更により資産が 248,831,382円増加し、その他有価証券評価差額金が 179,905,089円増加
しています。

111 1社    債

小　　計

5 5

5 5

1

　なお、上記差額から繰延税金負債　104,240,502円を差し引いた額　272,078,998円が「その
他有価証券評価差額金」に含まれています。

1 51 5

1 1

1 5

合　　計

貸借対照表計
上額が取得価
額又は償却原
価を超えるも

の

地 方 債

1 5

（単位：円）

1 1 111

1

評価差額

国　　債

５年超１年以内

　貯金

1 5 1 5 5

1 1 5

合　　　計

取得価額
（償却原価）

貸借対照表計上額
（時価）
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㻞㻚 ㏥⫋⤥മົ䛾ᮇ㤳ṧ㧗䛸ᮇᮎṧ㧗䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務期首における退職給付債務

　勤務費用

　利息費用

　数理計算上の差異の発生額

  　　 　 退職給付引当金　退職給付の支払額

   　 　　特定退職共済制度期末における退職給付債務

㻟㻚 ㏥⫋ඹ῭✚❧㢠䛾ᮇ㤳ṧ㧗䛸ᮇᮎṧ㧗䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務期首における退職共済会積立額

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

　特定退職金共済制度への拠出金

　退職給付の支払額

   　 　　特定退職共済制度期末における退職共済会積立額

㻠㻚 ㏥⫋⤥മົ䛾ᮇᮎṧ㧗䛸㈚ᑐ↷⾲䛻ィୖ䛥䜜䛯㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠䛾ㄪᩚ⾲

    退職給付債務退職給付債務

特定退職金共済制度

未積立退職給付債務

未認識数理計算上の差異

退職給付引当金

㻡㻚 ㏥⫋⤥㈝⏝ཬ䜃䛭䛾ෆヂ㡯┠䛾㔠㢠

　　退職給付費用勤務費用

利息費用

期待運用収益

数理計算上の差異の費用処理額

　 合　計

㻢㻚 ᘬ⋡䛭䛾䛾ᩘ⌮ィ⟬ୖ䛾ィ⟬ᇶ♏䛻㛵䛩䜛㡯

　　退職給付費用割引率

期待運用収益

数理計算上の差異の処理年数

△ 110,413,465円

䊥㻚㻌㏥⫋⤥䛻㛵䛩䜛ὀグ

1,856,741,715円

86,782,034円

24,684,043円

△ 86,419,079円

△ 123,627,198円

1,310,452,714円

1,758,161,515円

△ 1,310,452,714円

447,708,801円

511,148,230円

1,758,161,515円

1,386,121,231円

18,712,637円

△ 17,689円

16,050,000円

86,782,034円

24,684,043円

△ 18,712,637円

△ 7,226,356円

85,527,084円

1 30

1 35

10年

63,439,429円

　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき退職一時金制度を採用しています。
また、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため、福岡県農林漁業団体共済
会との契約による退職金共済制度を採用しています。
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金 金 債の のとお す。

退職給付引当金 農と の合

与引当金 に る し 当 円

定 債務に

115,929,123 する 定 円

引当金 0

の 差額金 円

金 計 金 債合計 円

引当額

金 合計

㻞㻚

定 率 27 70

　

　 費 に 金算 い 3 36

　 当金 に益金算 い 4 95

4 26

14 53

　 の 4 17

　 会計 用 の の 率 40 73

△ 838,995

42,306,834 △ 104,240,502

　 引当額の

420,652,018 △ 128,331,985

△ 201,471,846

219,180,172

90,848,187円

  金 と 金 債を した を 金 として、 に してい
ます。

　 費 福利 生費 に 、 生年金 制度 農林漁業団体職員共済 合制度の 合
を るための農林漁業団体職員共済 合 を する の の規定に基づき、農
林漁業団体職員共済 合 合 特 年金給付 の業務に する費用に てるため拠
出した特 業務 金　 を めて計上しています。
　 お、同 合よ た 年 末 における 年 ま の特 業務 金の

額 、 と ています。

年

　 割

141,588,060

29,588,198 △ 23,252,488

91,239,803
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◆剰余金処分計算書 （単位：円）

科 目 ２９年度 ３０年度

１．当期未処分剰余金

２．剰余金処分額

（１）利益準備金への繰入

（２）任意積立金の積立

経営基盤強化積立金 （ ）

信用事業経営安定化積立金 （ ）

施設・設備の取得、改修、取壊し積立金 （ ）

農業振興積立金 （ ）

営農振興支援積立金 （ ）

減損・会計基準変更積立金 （ ） （ ）

米価価格変動対策積立金 （ ）

合併１０周年記念積立金 （ ） （ ）

（３）出資に対する配当金

３．次期繰越剰余金

（注） １． 出資配当は、年 １ の割合である。

２． 任意積立金のうち目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等は次のとおりである。 ※１）

３． 次期繰越剰余金には、営農指導、生活 ・文化改善事業の費用に充てるための繰越額 円が含まれている。

（※１）平成３０年度目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、取崩基準等 （単位：円）

種 類 積立目的
積立

目標額
取崩基準

積立

累計額

経営基盤強化

積立金

将来の経営環境激変に伴う財務

悪化に備えるため

臨時的損失及び欠損金が生じた場合に、当該

支出額を限度に取り崩す

信用事業経営

安定化積立金

ＪＡバンクの基本方針に基づく、

信頼性維持向上及び健全性確

保のため

信用事業において大規模な設備投資又は著

しく収益が悪化した場合に、必要額を取り崩す

施設・設備の

取得、改修、

取壊し積立金

新たに施設・設備を取得、既存

施設の改善、遊休施設の取壊し

のため

土地、施設取得・改修、施設取壊しを行った際

にその費用に見合う額を取り崩す

農業振興

積立金

地域農業の振興を図るための支

出に充てるため

農業振興支援を行った場合及び営農販売部

門において欠損金が生じた場合に、当該支出

額を限度に取り崩す

減損・会計

基準変更

積立金

減損処理及び退職給付会計等

の会計基準変更のため
会計対応に要した費用に見合う額を取り崩す

合併１０周年

記念積立金

合併 周年の記念式典等を実

施するため

合併 周年記念式典を行う際に全額を取り崩

す
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３．最近の５事業年度の主要な経営指標

（単位：百万円、人、％）

項 目 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

経 常 収 益

（事 業 総 利 益 ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

信 用 事 業 収 益

（信用事業総利益） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

共 済 事 業 収 益

（共済事業総利益） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

農業関連事業収益
（農業関連事業総利益） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

生活その他事業収益
（生活その他事業総利益） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

その他事業収益

（その他事業総利益） （△ ） （△ ） （△ ） （△ ） （△ ）

経 常 利 益

当 期 剰 余 金

出 資 金

（出資口数） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

純 資 産 額

総 資 産 額

貯金等残高

貸出金残高

有価証券残高

剰余金配当金額

出資配当額

事業利用分量配当額

職 員 数

単体自己資本比率 ％ ％ ％ ％ ％

（注）

・当期剰余金は、銀行等の当期利益に該当するものです。

・「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」に基づき算出し

ております。

- 57 -



４．利益総括表
（単位：百万円）

項 目 ２９年度 ３０年度

資 金 運 用 収 支

役 務 取 引 等 収 支

その他信用事業収支 △ △

信 用 事 業 粗 利 益

信用事業粗利益率 ％ ％

事 業 粗 利 益

事 業 粗 利 益 率 ％ ％

注）信用事業粗利益率＝信用事業粗利益／信用事業資産（債務保証見返を除く）平均残高×

事業粗利益率＝事業粗利益／総資産（債務保証見返りを除く）平均残高×

５．資金運用収支の内訳
（単位：百万円、％）

項 目
２９年度 ３０年度

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資金運用勘定

うち預金

うち有価証券

うち貸出金

資金調達勘定

うち貯金・定期積金

うち借入金

総資金利ざや ― ― ― ―

（注）総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回り＋経費率）

経費率＝信用部門の事業管理費／資金調達勘定（貯金・定期積立金＋借入金）平均残高

６．受取・支払利息の増減額
（単位：百万円）

項 目 ２９年度増減額 ３０年度増減額

受 取 利 息

うち貸出金 △ △

うち有価証券 △

うち預金

支 払 利 息 △ △

うち貯金 △ △

うち譲渡性貯金

うち借入金

差 引

（注）１．増減額は前年度対比です。

２．受取利息の預金には、信連（又は農林中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特

別対策奨励金等奨励金が含まれています。
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７．自己資本の充実の状況
以下で使用している用語については、「自己資本比率の算定に関する用語解説一覧」（ ・ ）をご参照ください。

◆自己資本の構成に関する事項
単位：百万円、％

経過措置

による

不算入額

― ―

（△）27 （△）28

△ 31 △ 28

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

― ―

△ 2,471 △ 4,098

うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く）

うち、繰延税金資産 ―

うち、前払年金費用 ―

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額

うち、上記以外に該当するものの額 ― ―

― ―

― ―

― ―

(注)

１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」に基づき算出しています。

３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

当期末 前期末

２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、信用リスク削減手法の適用にあたっては簡便手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出に

あたっては基礎的手法を採用しています。

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　（ロ）

自己資本

自己資本の額（（イ）―（ロ））　　　　　　　　　　（ハ）

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

特定項目に係る十パーセント基準超過額

うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎

項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎

項目の額に含まれる額

コア資本にかかる基礎項目の額　　　　　　　　　　　（イ）

コア資本にかかる調整項目

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、回転出資金の額

うち、上記以外に該当するものの額

項　　　　　　目

コア資本にかかる基礎項目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本準備金の額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額　（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
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◆ 資本 の算定に する用

用

資本 資本の額を ク・ 等の 額（信用 ク・ 額及び

・ ク 当額）で して得た額。 基準を 用する金

では 上が必要と れていますが、ＪＡバンクでは 的な取り

めに り 上が必要と れています。

資本の額 資本に る基 目の額 資本に る 目の額（経

用 の額） の とです。

ク クを する資 びに ・バ ン 取 及び 生 取 （

資 等 といいます。）の 信 当額の とです。

ク・ クを する資 等を保 するために必要な 資本額を算出するた

めの クの大 に応じた 目の とです。

信用 ク・ 額 ク （ クを する資 等）に対して、信用 ク 減

を 用 、対応する クの大 に応じた 目（ ク・ ）を じて

算出した のです。

要 資本額 クを する資 等を保 するのに必要となる 資本の額の とで

す。 基準では ク・ に を じた額となります。

・ ク

（ 当額）

金 の業務において な処理等に り生じる クの とを指

し、 な事務処理に り生じる事務 ク の 動に り

生じる クな が該当します。なお、 資本 の算出にあ

たっては、 定の に り ・ クを 化した額を

・ ク 当額として分 に 算します。

基 的 新 規 において ・ ク 当額を算出する

な です。 年 の 利益に を じた額の 年 の平 に

り ・ ク 当額を算出する方 です。 年 の 利益

は、事業 利益 信用事業に るその 経 収益、信用事業 の

事業に るその の収益、 等 売 益・ 益、 金 入額

を し、信用事業に るその 経 費用、信用事業 の事業に

るその の費用、 等 売 損・ 損・ 、 務取 等費用及

び金 の信 用見合費用を 算して算出しています。

当 付 ン ンのうち、 当 が 位 保 価額が 分である の

の とです。

ン した期 ・ 資 の で、お まの に基づ 、金

が 資を実行する とを する にお る 資 額の とです。

化 ク 化とは、 資 に る信用 クを のある 上の ク

に 化し、その 部又は全部を に する性 を

する取 の とであり、 化 ク とは 化に伴い

に する資 の とです。
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用

バ 式 金利、 な の の取 生した 的 な金額で

的に大 な 資 を取 する金 取 のうち、金 会

の で 対で行 れる取 の とです。

ク ・ バ 信用 クを （ ・ 減）するために、 務 である会 等の信用

を指標に将来 す損益を める取 です。

ン ・ ク

方式

生 取 及び 期 期 取 を 価する とに り算出する

越 （ の取 を取 の 方において取 の 的 行が

となった うな場合に、 の取 を 場で 成する場合に必

要となる ）に当該取 の 定 本（取 に る利 等を計算する

ための 目の 本）に取 期 に応じた 定の 目を じて算出

れる金額を 算する とで 信 当額を算出する方 の とです。

ク ンの 入及び ク ンの 入とは、ク ・ バ 取 において信用

クを （ ・ 減）するための取 をいい、 ク ンの と

は、保 を える取 を指します。

信用 ク 減 金 が保 している信用 クを 減する であり、新 規 で

は、 金 価 な 定の要 を たす 保 保 がある場合に

は、 保 保 の ク・ に える とがで ます。

定 本 投資 本がない金 生 において、金利計算等を行うための 目上

の 本の とです。

生 取 価 取 等 生し、 資 の価格に りその価格が 定 れる

の とであり、 、 ン、 取 等が該当します。

化の対 となる 資 を と と している立場にある とを指し

ます。

信用 を持 信用 を持 とは、 資 将来において生じ

る とが見 まれた金利収入等の全部又は 部を る 利であって、

金 が 保又は り た に している のを指します。

金利 ク 保 している資 等に金利の変化を当てはめる とです。

上 ン

の平行 動

金利 クの算出において、 場金利が （ が

ン ）上 あるいは した場合の 価 の変化額を算出する方

の とです。

１ ン ・

ン

金利 ク の算出において、期 との金利の 年 との変化 の

を 年分 め、 い方 大 い方へ て、 の

目 しくは 目の を変化 として 用する方 の とです。

基準 金 が保 する金利 ク が 資本に対して を える経

価 の が生じる場合に とし、当 が 期 度の

の で ン を行います。

- 61 -



自己資本の 度に関する事項
信用 に する 要自己資本の額 分 の

（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

信用 ・
の期 残高

・
額

要自己資
本額

％
の期 残高

・
額

要自己資
本額

％

金

が の

銀行

の

銀行

済銀行等

が の 共 体

の 等 の

共

銀行

共 体金

が の 関 関

金 関 金

業

人等

業等 人

当

産 等事業

等

済

信用 証協 等 証

経済活性
等に る 証

共済 貸

出資等

（ 出資等の
）

（ 要な出資の
）

（ 他の金 関等の
資本等 の

出資等 その
他 関連
に該当するもの の

ものに る
）

（ 農 金 は農
業協同組合連合 の

出資等に る
）

（ 項目の
項目に算 な 分
に る ）

（ 総 主等の の

百分の を る
を 有して る他の金
関等に るその他

関連 に関
する ）

- 62 -



（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

信用 ・
の期 残高

・
額

要自己資
本額

％
の期 残高

・
額

要自己資
本額

％

（ 総 主等の の

百分の を る
を 有して な 他の金

関等に るその他

関連 に
る５％基準額を る

分に る

）

（ の

）

証券

（ 要 用分）

（ 用分）

証券

・ の なし 算が

用 る

（ ）

（ ）

（ 性 ％）

（ 性 ％）

（ ）

経 に り ・

の額に算 るものの額

他の金 関等の 資本

に る
に る経 に り
・ の額に算 な

たものの額（△）

（△） （△） （△） （△）

標準 を 用する

当額 ８％

算 関関連

合 （信用 ・ の額）

注

．「 ・ 額」の には、信用 用 の ・ 額を

の に して ます。

２．「３ 等」 は、 本 は利 の が の ３ して る

に る 「金 関 金 業 」、「 人等

」等にお て ・ が ％にな た の です。

３．「出資等」 は、出資等 、 要な出資の が該当します。

．「経 に り ・ の額に算 るもの」 は、 価 額金に る経 に

る ・ の額お 項目に る経 に りなお の に るもの して

・ の額に算 したものが該当します。

５．「 」には、 済 ・その他の資産（ 資産等）・ 算 ・信用

して用 る 証または ・ の 額が ま ます。
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・ クに対する 要 資本の額及び基 的 の額

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

・ ク

当額を で して得た額
要 資本額

・ ク

当額を で して得た額
要 資本額

注

１． ・ ク 当額の算出にあたって、当ＪＡでは基 的 を 用しています。

・ ク 当額を で して得た額の算出方 （基 的 ）

利益（ 年 のうち の の合計額）

年 のうち 利益が の であった年

要 資本額

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

ク・ 等

（分 ）合計
要 資本額

ク・ 等

（分 ）合計
要 資本額
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◆信用 クに する事

標準的 に する事

当 合では 資本 算出に る信用 ク・ 額は に定める標準的 に り

算出しています。また、信用 ク・ の算出にあたって、 ク・ の 定に当たり 用す

る格付等は次のとおりです。

（ ） ク・ の 定に当たり 用する格付 は、 の 格格付 に る 頼格付 の

用し、 頼格付は 用しない ととしています。

格 格 付

式会 格付投資 ン

式会 本格付 Ｊ

・ ン ・ ・ ンク

バ ・ ン

ン

（ ） ク・ の 定に当たり 用する 格格付 の格付または ン ・ ク・ は、

のとおりです。

ク 格 格 付 ン ・ ク・

金 向 ク 本 保

等向 ク

期

等向 ク

期

信用 クに する ク の期 及び な種類 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

信用 クに する

ク の

信用 クに する

ク の

うち 出金等 うち うち 出金等 うち

信用 ク期

信用 ク平

（注）

１．信用 クに する ク の には、資 （ 資本 となる の、 ク・ の

なし計算が 用 れる ク に該当する の、 化 ク に該当する の

を く）及び ・バ ン 取 の 信 当額を含 ます。
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信用 クに する ク の地域 の期 及び な種類 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

信用 クに する ク の 信用 クに する ク の

うち 出金等 うち うち 出金等 うち

合 計

（注）

１．信用 クに する ク の には、資 （ 資本 となる の、 ク・ の

なし計算が 用 れる ク に該当する の、 化 ク に該当する の

を く）及び ・バ ン 取 の 信 当額を含 ます。

信用 クに する ク の業種 の期 及び な種類 の

（注）

１．信用 クに する ク の には、資 （ 資本 となる の、 ク・ の

なし計算が 用 れる ク に該当する の、 化 ク に該当する の

を く）及び ・バ ン 取 の 信 当額を含 ます。

２． その には、 ン のうち の資 の が な資 定資 等が該当します。

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

信用 クに する ク の 信用 クに する ク の

うち 出金等 うち うち 出金等 うち

農 業

業

業

業

業

設・ 動 業

・ ・

給 ・ 業

・ 信業

金 ・保 業

売・ 売・

・ 業

本 ・

地方

そ の

そ の

合 計
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信用 クに する ク の 存期 の期 及び な種類 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

信用 クに する ク の 信用 クに する ク の

うち 出金等 うち うち 出金等 うち

１ 年

１年 ３年

３年 年

年 年

年 １０年

１ ０ 年

期限の定めのない の

合 計

（注）

１．信用 クに する ク の には、資 （ 資本 となる の、 ク・ の

なし計算が 用 れる ク に該当する の、 化 ク に該当する の

を く）及び ・バ ン 取 の 信 当額を含 ます。

３ 上 ク の期 の地域 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

合 計

（注）

１． ３ 上 ク には、 本又は利 の支 が 定支 の ３ 上

している ク の 、 部格付・ ン ク・ に って ク・ が

となった ク を含めています。
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３ 上 ク の期 の業種 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

農 業

業

業

業

業

設 ・ 動 業

・ ・ 給・ 業

・ 信 業

金 ・ 保 業

売・ 売・ ・ 業

本 ・地方

そ の

合 計

（注）

１． ３ 上 ク には、 本又は利 の支 が 定支 の ３ 上

している ク の 、及び 部格付・ ン ク・ に って ク・ が

となった ク を含めています。

当金の期 及び期 の 減額

（単位： 円）

分

２９年度 ３０年度

期 期 額
期 減 額

期 期 期 額
期 減 額

期
目的 用 その 目的 用 その

当金

当金

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

設・ 動 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
・ ・

給・ 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

・ 信業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

金 ・保 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
売・ 売・

・ 業 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
本 ・地

方 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
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出金 の額

（単位： 円）

目 ２９年度 ３０年度

農 業

業

業

業

業

設 ・ 動 業

・ ・ 給・ 業

・ 信 業

金 ・ 保 業

売・ 売・ ・ 業

本 ・地方

そ の

合 計

信用 ク 減 の 及び ク・ を 用する

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

格付

あり

格付

なし
計

格付

あり

格付

なし
計

信
用

減

ク

ク ２

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

ク

その

ク・

計

（注）

１．信用 クに する ク の には、資 （ 資本 となる の、 ク・ の

なし計算が 用 れる ク に該当する の、 化 ク に該当する の

を く） びに バ ン 取 及び 生 取 の 信 当額を含 ます。

２．経 に って ク・ を変更した ク に いては、経 用 の ク・

に って 計しています。また、経 に って ク・ を算入した のに いて

計の対 としています。

３． には、 時 取 に る の、信用 ク 減 として用いる保 又はク ・

バ の 額に る の、 要な出資に る ク な ク・ を

用した ク があります。
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◆信用 ク 減 に する事

◇信用 ク 減 に する ク 理の方針及び の 要

信用 ク 減 とは、 資本 算出にお る信用 ク・ 額の

算出において、 ク に対して 定の要 を たす 保 保 等が設定

れている場合に、 ク の ク・ に えて、 保 保 に対す

る ク・ を 用するな 信用 ク・ 額を 減する方 です。

当ＪＡでは、信用 ク 減 を 資本 算出要 にて定めています。

信用 ク 減 として、 格金 資 保 、 保 、 出金と 合 金

の を 用しています。

格金 資 保付取 とは、 ク の信用 クの全部または 部

が、取 または取 のために が する 格金 資 保に って

減 れている取 をいいます。当ＪＡでは、 格金 資 保取 に いて信用

ク 減 の を用いています。

保 に いては、 保 の 務 り い ク・ が 用 れる

等、本 地方 、本 、 の の 部門、

際 行、及び金 または 種金 取 業 、 れ の で

期格付を付 している のを 格保 とし、 ク のうち 格保

に保 れた 保 部分に いて、 保 の ク・ に えて、保 の

ク を 用しています。

出金と 合 金の に いては 取 の 務 、

の 定その れ に類する事 に 、 出金と 合 金の が 的

に である とを す 分な を している と、 の取 との で

にある 出金と 合 金をい れの時 において 定する とがで

る と、 合 金が れない クが 及び 理 れている と、 出

金と 合 金の の額が、 お び 理 れている と、の をす て

たす場合に、 にある 出金と 合 金の の額を信用 ク 減

用 の ク 額としています。

保に する 価及び 理方針は、 定の の と定期的に 保確 及び

価の見 し行っています。なお、 要な 保の種類は 合 金です。
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◇ 信用 ク 減 が 用 れた ク の額

（単位： 円）

分

２９年度 ３０年度

格金

資 保
保

ク

・ バ
格金

資 保
保

ク

・ バ

地方 金 向

が の 向

地 方 向

金 向 及 び

種金 取 業 向

等 向

業等向 及び 向

当 ン

動 取 得 等 事 業 向

上 等

化

算

上 記

合 計

注

１． ３ 上 等 とは、 本又は利 の支 が 定支 の ３ 上 している

務 に る ク 及び 金 向 及び 種金 取 業 向 、 等向

等において ク・ が になった ク の とです。

２． 上記 には、 金・ の 及び 行向 ・ 際 行等向 ・ の

等 の 部門向 ・ 際 行向 ・取立未 ・未 取 ・その の資 （ 定資

等）が含まれます。

◆ 生 取 及び 期 期 取 の取 の クに する事

該当する取 はありま 。

◆ 化 ク に する事

該当する取 はありま 。

- 71 -



◆出資その れに類する ク に する事

出資その れに類する ク に する ク 理の方針及び の 要

出資その れに類する ク とは 対 上の 価 定及び 部出資

定の 式又は出資として計上 れている のであり、当 合においては、 れ を 会 お び

会 式、 その 価 、 お び 出資に 分して 理しています。

会 お び 会 に いては、経営上 な を図る とに り、当 合の事業の

り 的 営を目的として、 式を保 しています。 れ の会 の経営に いては 期の 算書

類の分 の 、 定期的な 会 を行う等 な業 に めています。

その の 価 に いては 期的な 用目的で保 する のであり、 な 場 クの

お び ン に めています。 的には、 場動向 経 見 しな の投資環境分

及び の Ａ な を し、理事会で 用方針を定めるとと に経営 で 成

する 用会 を定期的に して、 的な 及び意 定を行っています。 用部門は

理事会で 定した 用方針及び 用会 で 定 れた取 方針な に基づ 、 価 の売

ク を行っています。 用部門が行った取 に いては ク 理部門が な 行を行っ

ている う クし定期的に ク の 定を行い経営 に しています。

出資に いては、会 としての 会等への を じた経営 の に え、 的

な を じた 合会等の財務健全化を めており、 出資に いて の対応を行ってい

ます。

なお、 れ の出資その れに類する ク の 価等に いては、 会 お び

会 に いては、取得 価を記 し、 その 価 に いては時価 価を行った上で、取

得 価との 価 額に いては、 その 価 価 額金 として 資 の部に計上していま

す。 お び 出資に いては、取得 価を記 し、 損の に応じて 部出資等損

失 当金を設定しています。また、 価等 要な会計方針の変更等があれ 、注記 にその 記

する ととしています。

出資その れに類する ク の 対 計上額及び時価

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

対 計上額 時価 価額 対 計上額 時価 価額

上 場

上場

合 計

（注） 時価 価額 は、時価のある のは時価、時価のない のは 対 計上額の合計額です。

出資その れに類する ク の売 及び に伴う損益

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

売 益 売 損 額 売 益 売 損 額

上 場

上場

合 計
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貸 で 益 算 で な 価 益の額（その他有価証券の 価 益等）

（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

価益 価 価益 価

合

貸 益 算 で な 価 益の額（ ・関 の 価 益等）

（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

価益 価 価益 価

合

・ の なし 算が 用 る に関する事項

２９年度 ３０年度

を 用する

を 用する

性 （ ％）を 用する

性 （ ％）を 用する

（ ％）を 用する
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金利 に関する事項

金利 の算 の 要

金利 は、金 関の 有する資産・ の 、 金利に を るもの（ 、

貸出金、有価証券、貯金等）が、金利の に り 生する 量を るものです。

の お の 要

・ お の する金利 の お に関する

当 では、金利 を 要な の して し、 な 体 のも で

他の 体 に をして ます。

金利 の 銀行 の金利 に ては、 の 指標の

体 の な に り な に めて ます。

・ お の の に関する

当 は、 員 のも 、自己資本に する の比率の 収

の分 な を行 に めて ます。

・ 金利 の 度

期 に、 を して ます。

・ 等金利 の に関する

当 は、金利 等の を活用し金利 の に めて ます。

また、金利 に する の は、「銀行業にお る金 基準 用

に関する お の 」 本 協 に する に

て ます。

金利 の算 の 要

当 では、 金利が に２％ した に る金利 量を算出する して ます。

・ 性貯金に り当て た金利 の 期

要 貯金の金利 量は、 な金利 がな 、貯金 の要 に て

出 る要 貯金の 、 き出 る な 期 金 関に する貯金を

貯金 し、当組合では、 貯金等の額の ％ 当額を 年の期 に 等に り

分 て（ 残 年） 量を算 して ます。

性貯金に り当て た金利 の 期は０００３年です。
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・ 動性 金に割り当て れた の金利改定 期

動性に割り当て れた の金利改定 期は 年です。

・ 動性 金への 期の割り当て方 金 等 お びその

動性 金への 期の割り当て方 に いては、金 が定める保 的な を 用

しています。

・ 定金利 出の期限 定期 金の 期 に する

定金利 出の期限 定期 金の 期 に いて していま 。

・ の の 計方 お びその

に算出した金利 クの を合算しています。 の 等は して

いま 。

・ に する 計算にあたって割 金利 ・ に含める う

定の を いた を して ・ を しています。

なお、当該 は金利変動 クの設定上は 変としています。

・ 部 の 用等、 お び に 大な を及 すその の 、

事業年度 の の変動に する

部 は 用しておりま 。

・ 計 の 要性に するその の

該当ありま 。

お び の金利 クを計 している場合にお る、当該金利 クに

する事

・ 金利 クに する

ク資本配 理として で計 する 場 ク を算定しています。

・ 金利 ク計 の お びその意 に、農 資本 に基づく

定 的 の対 となる お び と大 く なる

ありま 。
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金利 クに する事

（単位： 円）

１：金利 ク

当期 期 当期 期

１ 上方

２ 方

３ 化

化

期金利上

期金利

大

当期 期

資本の額

- 76 -



． ２事業年度にお る事業の実

１．信用事業

◆ 金に する指標

科目 金平

（単位： 円、 ）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

動 性 金 （ ） （ ）

定 期 性 金 （ ） （ ）

その の 金 （ ） （ ）

計 （ ） （ ）

性 金 （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ）

（注）１ 動性 金 当 金 金 金 金

２定期性 金 定期 金 定期積金

３．（ ） は 成 です

定期 金
（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

定 期 金 （ ） （ ）

うち 定 金利定期 （ ） （ ）

うち変動 金利定期 （ ） （ ）

定 期 積 金

（注）１ 定 金利定期： 入時に 期 までの利 が確定する 金利定期 金

２変動 金利定期： 入期 の 場金利の変化に応じて金利が変動する 金利定期 金

３ （ ） は 成 です。

◆ 出金に する指標

科目 出金平

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

付

書 付

当 越

割

金 付

合 計

- 77 -



出金の金利
（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

定金利 出 （ ） （ ）

変動金利 出 （ ） （ ）

そ の （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ）

（注）（ ） は 成 です。

出金の 保
（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

金・定期積金等

価

動

動

その 保

計

農業信用基金 会保

そ の 保

計

信 用

合 計

務保 見 額の 保

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

金・定期積金等

価

動

動

その 保

計

信 用

合 計
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出金の

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

設 備 資 金 （ ） （ ）

資 金 （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ）

出金の業種
（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

農 業 （ ） （ ）

業 （ ） （ ）

業 （ ） （ ）

設 業 （ ） （ ）

・ ・ 給・ 業 （ ） （ ）

・ 信業 （ ） （ ）

売 ・ 売 ・ 業 （ ） （ ）

金 ・保 業 （ ） （ ）

業 （ ） （ ）

地方 （ ） （ ）

そ の （ ） （ ）

合 計 （ ） （ ）

（注）（ ） は 成 （ 出金全 に対する割合）です。
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要な農業 の 出金

（ ） 営農類

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

農 業

・

・ 農業

・ ・ 農

・

そ の 農 業

農 業 等

合 計

注 １．農業 の 出金とは、農業 、農業 お び農業 等に対する農業生 ・農業経営

に必要な資金 、農 の生 ・ ・ に する事業に必要な資金等が該当します。

なお、上記 の 出金の業種 の 農業 は、農業 農業 等に対する 出金の で

す。

２． その 農業 には、 合経営で たる業種が 確に位 づ れない 、農業 業、農

業 得が となる農業 が含まれます。

３． 農業 等 には、ＪＡ 全農（経 ）の 会 等が含まれています。

（ ） 資金種類

出金

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

資 金

農業 度資金

農業 化資金

その 度資金

合 計

注 １． 資金とは、当 合 資の資金を している ののうち、 度資金 の のをいいま

す。

２．農業 度資金には、 地方 が 的または 的に 資する の、 地方

が利 給等を行う とで が 利で 資する の、 本 策金 が 資する

のがあり、 では の を対 としています。

３．その 度資金には、農業経営改善 資金 資金 農業経営 減支援資金

な が該当します。
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付金

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度 減

本 策金 資金

その

合 計

（注）１． 本 策金 資金は、農業（ 農 業金 ）に る資金をいいます。

ク 理 の

（単位： 円）

２９年度 ３０年度 減

額

額

３ 上

出 額

合 計

（注）１

本又は利 の支 の が 当期 している とその の事 に り 本又は

利 の取立又は の見 がない のとして未収利 を計上しな った 出金（ 出

金 を行った部分を く。 未収利 計上 出金 という。）のうち、 施行

１ ３ の までに る事 又は に規定する事 が生

じている 出金）をいいます。

２

未収利 計上 出金であって、 及び 務 の経営 又は支援を図る

とを目的として利 の支 を した の の 出金をいいます。

３３ 上

本又は利 の支 が 定支 の ３ 上 している 出金で、

お び に該当しない のをいいます。

出

務 の 又は支援を図る とを目的として、金利の減 、利 の支 、 本の

、 その の 務 に 利となる取 めを行った 出金で、 、

お び３ 上 に該当しない のをいいます。
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金 生 分に基づく保全

（単位： 円）

分 額
保全額

保 保 当 合 計

更生 お び

れ に準 る

２９年度

３０年度

２９年度

３０年度

要 理
２９年度

３０年度

計
２９年度

３０年度

２９年度

３０年度

合 計
２９年度

３０年度

（注）上記の 分は、 金 の 生のための に する （平成 年

） に基づ 、 務 の財 及び経営成 等を基 として、次のとおり 分した

のです。なお、当ＪＡは の対 とはなっていま が、 として の定める基準に

い 額を しております。

更生 お び れ に準 る

的 等に る経営 に っている 務 に対する 及び れ に準 る

経営 の にはないが、財 の悪化等に り 本お び利 の 収がで ない

性の い

要 理

３ 上 出 お び

上記 の

本 て のある信 に る 出金の ク 理 の

該当する取 はありま 。

当金の期 お び期 の 減額

（単位： 円）

分

２９年度 ３０年度

期 期
期 減

期 期 期
期 減

期
目的

用
その

目的

用
その

当金

当金

合 計
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出金 の額
（単位： 円）

２９年度 ３０年度 減

出金 額

（注）上記の 出金 額は売 損を含 でいます。

◆

取 実

（単位： 、 円）

種 類
２９年度 ３０年度

向 向 向 向

金・振
金 額

金取立
金 額

金 額

合 計
金 額

◆ 価 に する指標

種類 価 平
（単位： 円）

２９年度 ３０年度 減

地 方

保

金

期

式

益

合 計

（注） 付 価 は 価 の種類 とに 分して記 しています。

価 種類 平

該当する取 はありま 。
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価 存期

（単位： 円）

種 類
１年

１年

３年

３年

年

年

年

年

年 年
期 の定

めのない

の
合計

年

度

地 方

保

金

期

式

益

投 資

年

度

地 方

保

金

期

式

益

投 資

◆ 価 の時価 等

価 の時価

売 目的 価

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

対 計上額
当年度の損益に

含まれた 価 額
対 計上額

当年度の損益に

含まれた 価 額

売 目的

価
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期保 目的の

その 価

（単位： 円）

種類
２９年度 ３０年度

対

計上額
時 価 額

対

計上額
時 価 額

時価が

対

計

上額を

える

の

地 方

保

金

期

その の

計

時価が

対

計

上額を

えな

い の

地 方

保

金

期

その の

計

合 計

（単位： 円）

種類

２９年度 ３０年度

対

計上額

取得 価又

は 価
額

対

計上額

取得 価又

は 価
額

対

計

上額が

取得

価又は

価を

える

の

式

地方

期

その の

計

対

計

上額が

取得

価又は

価を

えない

の

式

地方

期

その の

計

合 計
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金 の信 の時価 等

用目的の金 の信

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

対 計上額
当年度の損益に

含まれた 価 額
対 計上額

当年度の損益に

含まれた 価 額

用目的の

金 の信

期保 目的の金 の信

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

対

計

上額

時価 額

うち時価

が 対

計上

額を え

る の

うち時価

が 対

計上

額を え

ない の

対

計

上額

時価 額

うち時価

が 対

計上

額を え

る の

うち時価

が 対

計上

額を え

ない の

期保 目的

の金 の信

（注） うち時価が 対 計上額を える の うち時価が 対 計上額を えない の は、

それ れ 額 の です。

その の金 の信

（単位： 円）

２９年度 ３０年度

対

計

上額

取得

価
額

うち

対 計

上額が取

得 価を

える

の

うち

対 計

上額が取

得 価を

えない

の

対

計

上額

取得

価
額

うち

対 計

上額が取

得 価を

える

の

うち

対 計

上額が取

得 価を

えない

の

その の

金 の信

（注） うち 対 計上額が取得 価を える の うち 対 計上額が取得 価を えな

い の は、それ れ 額 の です。

バ 取 等

（金 取 等、金 等 バ 取 、 価 バ 取 ）

該当する取 はありま 。
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２． 事業

・ 有

（単位：百万円）

２ ３

有 有

合

定

が

定

合 計

（注） 額は、 額（が はが 額、 定 は

額（ さ た定 額等を ）、 は さ た定 額）を

しています。

の 額 有
（単位：百万円）

２ ３

有 有

が

定

合 計

（注） 額は 額を しています。

の 額 有
（単位：百万円）

２ ３

有 有

（一 ）

（定 ）

合 計

（注） 額は、 は 額、 は 額 は 額を

しています。
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年金 の年金保有高
（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

高 保有高 高 保有高

年 金 前

年 金 ― ―

（注）金額は、年金年額（利率 年金に ては、 保証年金額）を表 ています。

期 高
（単位：百万円）

２９年度 ３０年度

定期 ― ―

定額定期 ― ―

（注）１．金額は、保 金額を表 ています。

２． 、 、 は 金総額です。
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３．農業 事業

取 （生 資 ）取 実

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度

農

農 業

動

そ の

合 計

販売 取 実

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度

米

大

その 類

実

・

種

売 ・ ン

合 計

取販売 取 実

（単位： 円）

種 類 ２９年度 ３０年度

売 ・ ン 等

合 計
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保 事業取 実
（単位： 円）

目 ２９年度 ３０年度

収

益

保

そ の

計

費

用

保 費

保 務 費

そ の

計

．生活 事業

取 （生活 資）取 実

（単位： 円）

種 類 ２９年度 給 ３０年度 給

費 財

用保健

そ の

合 計

事業取 実

（単位： 円）

目 ２９年度 ３０年度

収
益

保 収益

収 益

保 収 益

計

費
用

保 費用

費 用

保 費 用

計
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． ２事業年度にお る事業の を す指標

１．利益

（単位： ）

目 ２９年度 ３０年度 減

資 経 利益

資 本 経 利 益

資 当期 利益

資本当期 利益

注）１ 資 経 利益 経 利益 資 （ 務保 見 を く）平

２資本経 利益 経 利益 資 定平

３ 資 当期 利益 当期剰余金（ ） 資 （ 務保 見 を く）平

資本当期 利益 当期剰余金（ ） 資 定平

２． ・

（単位： ）

分 ２９年度 ３０年度

期

期 平

期

期 平

（注）１ （期 ） 出金 金

２ （期 平 ） 出金平 金平

３ （期 ） 価 金

（期 平 ） 価 平 金平

３． 当職 当たり取

（単位： 円）

目 ２９年度 ３０年度

信用事業
金

出 金

事業 期 保

経 事業
給

販売 販売

． 当たり取
（単位： 円）

目 ２９年度 ３０年度

金

出 金

期 保
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． 等の

１．

（１）対

の対 となる に規定 れている 対 は理事及び 事をいいます。

（２） 等の種類、支 額及び支 方 に いて

に対する 等の種類は、基本 と退職 金の２種類で、平成３０年度にお る対

に対する 等の支 額は、次のとおりです。

なお、基本 は 定 に指定 への振り の方 に る 金支給の であり、退職

金は、その支給に する 会 、 定の を経て、基本 に準じた方 で支 ってい

ます。

（単位： 円）

支給 額（注２）

基本 退職 金

対 注１ に対する 等 ０

（注１）対 は、理事２ 、 事 です。

（注２）退職 金に いては、本年度に実際に支給した額ではなく、当期の費用として れる部

分の金額（ 当金への繰入額と支給額のうち当期の に する金額）に っています。

（３）対 の 等の 定等に いて

（基本 ）

は、理事及び 事の に に支給する 額の 限度額を 会において

定し、その において、理事 の 額に いては理事会において 定し、 事

の 額に いては 事の に って定めています。なお、業 動 の とはなっ

ておりま 。

の場合の の 額の 定にあたっては、 の 職・ 務 任年 等を

して 定していますが、その基準等に いては、 会（ 合 出 れた

で 成）に をし、その を まえて 定しています。また、上記の支給する 額の

限度額 の基準を とに 定しています。

退職 金

退職 金は、理事及び 事の に に支給する退職 金 額を 会において

定し、その において、理事 の退職 金に いては理事会において 定し、 事

の退職 金に いては 事の に って定めています。

の場合の の退職 金に いては、 退職 金支給算定基準及び 退

職 当規 に基づ 、 に 職年 に応じた を じて得た額に に

があったと め れる に いては 金を 算して算定した金額を して 定しています。

退職 金支給算定基準に いては、 会（ 合 出 れた で

成）に をし、その を まえて 定しています。

なお、 の 退職 金の支給に備えて 当なる会計 行に して 当金を計上して

います。

�



�

�

２．職 等

（１）対 職 等

の対 となる に規定 れている 対 職 等 の は、当ＪＡの職 であって、

が る 等と 等額 上の 等を る のうち、当ＪＡの業務及び財 の に 要な�
を える をいいます。

なお、平成３０年度において、対 職 等に該当する のはおりま でした。

（注）１．対 職 等には、期 に退職した 含めております。
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３．その

�
当ＪＡの対 及び対 職 等の 等の は、上記 のとおり 度な ク クを

するおそれのある要 はありま 。したがって、 のうち、 対 及び対 職 等の

等の と ク 理の 合性 びに対 及び対 職 等の 等と業 の 動に する事

その 等の に し となる 事 として、記 する はありま 。
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